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奈良市国土強靭化地域計画 

第１章 総論 

１ 国土強靭化の理念 

平成 25年 12月 11日、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靭化基本法（平成 25 年法律第 95 号。以下「基本法」という。）」

が公布・施行された。 

基本法の前文で掲げられているように「大規模自然災害等に強い国土及び地域を

作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上さ

せる」ため、「国土強靭化基本計画（平成 26年６月３日閣議決定、（平成 30年 12月

14日変更））」に沿って、政府は一丸となって取組を推進してきた。 

この国の基本計画の中において、国土強靭化の理念が明記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 総論 

【国土強靭化の理念】 

 我が国は、その国土の地理的・地形的・気象的な特性ゆえに、数多くの災害に繰り返し
さいなまれてきた。そして、規模の大きな災害であればあるほどに、まさに「忘れた頃」
に訪れ、その都度、多くの尊い人命を失い、莫大な経済的・社会的・文化的損失を被り続
けてきた。しかし、災害は、それを迎え撃つ社会の在り方によって被害の状況が大きく異
なる。大地震等の発生の度に甚大な被害を受け、その都度、長期間をかけて復旧復興を図
る、といった「事後対策」の繰り返しを避け、今一度、大規模自然災害等の様々な危機を
直視して、平時から大規模自然災害等に対する備えを行うことが重要である。東日本大震
災から得られた教訓を踏まえれば、大規模自然災害等への備えについて、予断を持たずに
最悪の事態を念頭に置き、従来の狭い意味での「防災」の範囲を超えて、国土政策・産業
政策も含めた総合的な対応を、いわば「国家百年の大計」の国づくりとして、千年の時を
も見据えながら行っていくことが必要である。そして、この国づくりを通じて、危機に翻
弄されることなく危機に打ち勝ち、その帰結として、国の持続的な成長を実現し、時々の
次世代を担う若者たちが将来に明るい希望を持てる環境を獲得する必要がある。 

このため、いかなる災害等が発生しようとも、 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 

を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社
会の構築に向けた「国土強靱化」（ナショナル・レジリエンス）を推進することとする。 
 この国土強靱化に向けた官（国、地方公共団体）民（住民、民間事業者等）による取組
を精力的に進め、いかなる事態が発生しても機能不全に陥らない国家及び社会の重要な機
能を平時から確保しておくことは、地域住民の生命・財産、産業競争力及び経済成長力を
守ることのみならず、国・地方公共団体・民間それぞれに、状況変化への対応力や生産
性・効率性の向上をもたらす。また、国土強靱化の推進による新規市場の創出や投資の拡
大等によって国の成長戦略に寄与することで、我が国の経済成長の一翼を担い、国際競争
力の向上、国際的な信頼の獲得をもたらすものである。 
このため、国土強靱化に向けた取組を府省庁横断的に、地方公共団体や民間とも連携し

て、総合的に推進することとする。 
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奈良市国土強靭化地域計画 第１章 総論 

国の基本計画策定を受け、奈良県においても、奈良県の防災・減災対策の継承

を念頭に置きつつ、あらためて奈良県の自然災害に対する脆弱性を評価し、県土

の強靭化を図ることを目的に、平成 28年５月、「奈良県国土強靭化地域計画」を

策定し、令和３年３月には、近年の災害の経験と教訓を踏まえた見直しを行い

「第２期奈良県国土強靱化地域計画」を策定した。 

奈良県は、この計画の中において、「奈良県の目指す姿」及び「基本目標」を明

らかにしている。 

 

【奈良県の目指す姿】 

 奈良県は、温暖な内陸性気候であり、災害が比較的少ない地域と言われてきた。しか
し、過去には宝永地震や伊賀上野地震など、大地震による被害が県内でも発生したことが
記録されている。また、明治の十津川大水害、伊勢湾台風、大和川大水害など幾度となく
大きな水害が発生しており、平成 23年９月には、台風第 12号がもたらした大雨により南
部・東部の山間地域を中心に大規模な土砂災害が発生し、多くの貴い命が失われたことは
忘れてはならない。 

また、近年の状況をみると、平成 29年台風第 21号のほか、平成 30年７月豪雨、令和
元年東日本台風、令和２年７月豪雨といった風水害や、平成 28年熊本地震や平成 30年大
阪北部地震といった地震災害など、大規模な災害が全国各地で頻発している。 

災害は、社会のあり方によって被害の状況が大きく異なる。このため、予断を持たず最
悪の事態を念頭に置き、平時から大規模自然災害等への備えを行うことが重要である。 

このため、本計画に基づく強靱化対策を推進し、大規模自然災害等に強い県土及び地域

を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう県民の力を向上させること

により、自然災害による死者ゼロの「災害に日本一強い奈良県」を目指す。 

 

【基本目標】 

基本法では第 14条で「国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれ
たものでなければならない。」と規定されている。 

これを踏まえた上で、「災害に日本一強い奈良県」との目指す姿のもと、奈良県では次
の３つを基本目標とする。 

自然災害の発生を可能な限り予測し、災害発生時にも 

（１）人命を守る   災害による死者をなくす 

（２）県民の生活を守る   できる限り、家屋・インフラ・経済活動等の減災を図る 

（３）迅速な復旧・復興を可能にする 
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奈良市国土強靭化地域計画 

２ 計画策定の趣旨 

基本法第４条において「地方公共団体の責務」、第 13条において「国土強靭化

地域計画」について記述されている。 

国土強靭化地域計画は、国土強靭化の観点から、地方公共団体における様々な

分野の計画等の指針となるものであり、国における基本計画と同様、地域におけ

る国土強靭化に係る計画等の指針（いわゆる「アンブレラ計画」）としての性格を

有するものである。 

地域が直面する大規模自然災害のリスク等を踏まえて、地方公共団体が地域の

強靭化を総合的かつ計画的に推進することは、住民の生命と財産を守るのみなら

ず、経済社会活動を安全に営むことができる地域づくりを通じて、地域の経済成

長にも資するものである。 

これら国土強靭化地域計画の性格・意義を考慮すると、奈良市総合計画との調

和が特に重要となる。 

奈良市総合計画が目指す本市の将来像を踏まえ、国土強靭化の観点から、大規

模自然災害などが発生しても致命的な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復

する「しなやかさ」を併せ持つ、「強靭な奈良」のまちを作るための施策を、総合

的かつ計画的に推進する指針として、「奈良市国土強靭化地域計画」を策定するも

のである。 

 

３ 計画の位置づけ 

⑴ 計画の性格及び奈良市総合計画との関係 

 前項で述べたとおり、国土強靭化地域計画は、国土強靭化の観点から、地方

公共団体における様々な分野の計画等の指針となるものであり、国における基

第１章 総論 

【地方公共団体の責務（第４条）】 

 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画
的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

【国土強靭化地域計画（第 13条）】 

都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関す
る基本的な計画を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市
町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。 
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奈良市国土強靭化地域計画 

本計画と同様、アンブレラ計画としての性格を有するものであることから、奈

良市総合計画との調和が不可欠である。 

図１－１ アンブレラ計画のイメージ（奈良市総合計画との関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※奈良市総合計画策定の意義 

市政運営の根幹となるまちづくりの目標を明らかにし、これを達成するため

の基本方針を示したもの。 

 

⑵ 地域防災計画及び業務継続計画との関係 

 国土強靭化地域計画は、国土強靭化の観点から災害対策基本法に基づく地域

防災計画に対しても指針となるものであり、国土強靭化地域計画の策定後は、

その指針に基づき、地域防災計画の見直しを行う必要がある。 

 また、業務継続計画策定等による業務継続性の確保は、国土強靭化の観点か

らも重要な取組であり、必要に応じて業務継続計画を国土強靭化地域計画の策

定に反映させる。 

 

⑶ 地方創生（地方版総合戦略）との関係 

    国土強靭化と地方創生を効率的・効果的に連携させるよう、地域における非

常時と平常時の課題を同時に解決する一石二鳥の発想を持つことが必要であ

る。 

 

⑷ インフラ長寿命化計画（公共施設等総合管理計画）との関係 

    国土強靭化地域計画とインフラ長寿命化の行動計画を、効果的・合理的に推

進するために、相互に連携して整合性を持たせることが重要である。 

 

第１章 総論 
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奈良市国土強靭化地域計画 

４ 計画の期間等 

    本計画が対象とする期間は、奈良市第５次総合計画の前期「推進方針」の期間

である、令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とする。 

 

５ 計画の構成 
 

第１章 総論 
   

計画策定の趣旨や位置づけ等を提示 

 

 

第２章 奈良市の概況 
   

 １ 奈良市の特性、奈良市において想定される主な災害等を整理 

 ２ 奈良市第５次総合計画において目指すまちの姿とまちの方向性を整理 

 

 

第３章 基本的な考え方 
   

 １ 奈良市の目指す姿を提示 

 ２ その目指す姿のもと、「基本目標」を設定 

 

 

第４章 脆弱性評価 
   

 １ どのような災害に対して強靭性を図るかを「想定するリスク」として設定 

 ２ 「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）」を設定し、現状と比    

  較した脆弱性の評価を実施 

 

 

第５章 強靭化施策の推進方針 
   

 １ 奈良市を強靭化するために必要な施策の推進方針を策定 

 ２ リスクシナリオごとの推進方針のほか、施策分野ごとの推進方針について   

  も策定 

 

 

 

 

第１章 総論 
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奈良市国土強靭化地域計画 

第６章 計画の推進と不断の見直し 
   

 １ 進捗状況を管理するとともに、必要に応じて市の他の計画を見直し 

 ２ 計画の不断の見直し 

 

  

第１章 総論 
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奈良市国土強靭化地域計画 

第２章 奈良市の概況 

１ 市の概況 

⑴ 地勢上の特性 

 本市は、奈良県の北部に位置し、北は京都府、東は山添村、宇陀市、三重県

伊賀市、南は桜井市、天理市、大和郡山市、西は生駒市と接しており、大阪市

からは約 25㎞、京都市からは約 35㎞、いずれも電車で１時間程度に位置して

いる。 

地形的には、奈良盆地の北辺と大和高原の北西の一部を占め、佐保川、率川

及び岩井川による舌状台地の平坦部に旧市街地が広がり、その南に鹿野園台地

と今市台地が連なっている。東部は合併された都 ・月ヶ瀬地区も含め広大な

山間地域を形成し、北方は佐保と佐紀の丘陵が京都府に接する。西方は西の京

丘陵と矢田丘陵が生駒山地に続き、南は低平に開けて盆地に続いている。 

面積は、276.94㎢で、奈良県の総面積の約 7.5％を占めており、東西 33.51

㎞、南北 22.22㎞で、東西に長い形をしている。 

また、観光客が、令和元（2019）年には年間約 1,700万人を超えた観光都市

である。 

 

⑵ 人口（過去約 30年間の人口動態）  
 

年次 

（国勢調査） 
総人口 男 女 

人口 

増加率 

人口密度 

(人／㎢) 

平成７年 10月 359,218人 171,926人 187,292人 2.8％ 1,698 

12年 10月 366,185人 173,652人 192,533人 1.9％ 1,731 

17年 10月 370,102人 174,469人 195,633人 1.1％ 1,337 

22年 10月 366,591人 171,410人 195,181人 ▲0.9％ 1,324 

27年 10月 360,310人 167,899人 192,411人 ▲1.7％ 1,301 

令和２年 10月 355,011人 166,439人 188,572人 ▲1.5％ 1,282 

７年 10月 

(住民基本台帳) 
345,295人 161,008人 184,287人 ▲0.7％ 1,247 
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奈良市国土強靭化地域計画 

２ 過去の災害履歴 

⑴ 本市に災害をもたらした近年の主な災害 

発生年月日・名称 被害地域 規模等 市での被害状況 

昭和 36年９月 16日 

第２室戸台風 

県全域 

平坦部 

風害甚大 

最大瞬間風速 

42.4m/s以上 

死傷者 14人 
（うち死亡２人） 
被害戸数 574戸 
（うち全壊 133戸） 

平成７年１月 17日 

兵庫県南部地震 
県全域 

Ｍ7.3 

奈良は震度４ 

負傷者２人、 
住家一部損壊 62戸 
非住家一部損壊８戸 

平成 10年９月 22日 

台風７号 
県全域 

最大瞬間風速 

37.6m/s 

負傷者 16人 
住家一部損壊 660戸 
床上浸水１戸 
床下浸水１戸 
道路破損 12箇所 
崖崩れ１箇所 
停電 14,000世帯 
被害総額約 16億円 

平成 30年６月 18日 

大阪府北部地震 
県北部 

Ｍ6.1 

市は震度４ 

負傷者２人 
住家一部損壊１戸 
文教施設 27箇所 

 

⑵ 過去 20年間における浸水履歴 

年 区 分 床下浸水（件） 床上浸水（件） 

平成 18年 

 

２ － 

  19年 ２ － 

  20年 ２ － 

  21年 ４ － 

  22年 19 － 

  23年 １ － 

  24年 63 １ 

  25年 59 15 

  26年 ７ ７ 

  27年 ５ ２ 

  28年 35 － 

  29年 ６ － 

  30年 ８ ２ 

 令和元年 ２ １ 

      ２年 － － － 

   ３年 － ２ － 

   ４年 － － － 

第２章 奈良市の概況 
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奈良市国土強靭化地域計画 

   ５年 － １ － 

６年 － － － 

７年 － － － 

 

３ 奈良市第５次総合計画の概要 

⑴ 策定の趣旨等 

総合計画は、市政運営の根幹となるまちづくりの目標を明らかにし、これを

達成するための市政全般に係る施策の基本的な方向を体系的に明らかにするも

のである。 

全国的な少子高齢化や人口減少の進行、地球規模での環境問題の深刻化や大

規模自然災害の発生、ＩＴ技術の革新、新型コロナウイルス感染症の世界的流

行など、本市を取り巻く情勢が大きく変化している。このような状況におい

て、まちづくりの目標を市民と行政が共有することが重要であることから、目

指すまちの姿を示すために策定するものであり、都市の将来像である「2031年

のまちの姿」とその実現に向けた具体的なまちの方向性を定める「未来ビジョ

ン」、その実現に向けて取り組む施策の方向性を体系的に明らかにする「推進方

針」で構成する。 

 

⑵ 「未来ビジョン」における 2031年のまちの姿とまちの方向性 

    市民と行政がともに目指す奈良市の将来像として、2031年のまちの姿とその

実現に向けた具体的なまちの方向性を次のとおり設定する。 

〈2031年のまちの姿〉 

 

 

 

 

  

〈まちの方向性〉 

 Ⅰ 誰もが子育てに関わり多様な生き方を認めあうまち 

 Ⅱ 地域の特性をいかした様々な働き方にチャレンジできるまち 

 Ⅲ 誰かのやりたいことが他の誰かのやってほしいことになる機会をみんなでつ

くっていけるまち 

 Ⅳ 命と生活を守るために自分たちで考え行動できるまち 

 

 

「わたし」からはじめる「わたしたち」のまち 奈良 

ひとりひとりが「わたし」の人生をつくっていくように、「わたした

ち」自身が主役となって、夢や希望にあふれる未来をつくっていけ

るまちを目指します。 

第２章 奈良市の概況 
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奈良市国土強靭化地域計画 

⑶ 基本姿勢 

「未来ビジョン」は、「自分たちが主役となって未来をつくる」ことや、「他

者とのつながりがある」、「互いの個性やチャレンジを認め合う」、「居場所があ

る」、「人のことも自分のこととして考える」ことが大切という市民の声を基

に、本市の具体的な将来像を描いたものである。この将来像を実現し、市民の

思いに応えるために、行政が施策に取り組むに当たっての「基本姿勢」を次の

とおり設定する。 

〈基本姿勢〉 

互いのつながりを大切にし 今と未来をともにつくり出せるまち 

市民と行政の協働によって、ひとづくり、しごとづくり、くらしづくり、まちづ  

  くりを進める。効果的に市民サービスを提供するとともに、健全な行財政運営を推

進するまちを目指す。 

 

⑷ 「推進方針」の施策の体系 

   「未来ビジョン」で設定した「2031 年のまちの姿」と「まちの方向性」の実

現に向けて、重点的に推進する分野を明らかにするとともに、各分野で取り組

む施策の方向性を具体的に示す。 

    推進方針の目標年度は、2026（令和８）年度とする。 
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奈良市国土強靭化地域計画 

第３章 基本的な考え方 

１ 奈良市の目指す姿 

⑴ 国土強靭化基本計画及び奈良県国土強靭化地域計画に掲げられた理念等 
 

国土強靭化基本計画 奈良県国土強靭化地域計画 

 「強さ」と「しなやかさ」を持った安

全・安心な国土・地域・経済社会の構築

に向けた「国土強靭化」（ナショナル・

レジリエンス）を推進する。 

 『強くて、しなやかなニッポンへ』 

 強靭化対策を推進し、大規模自然

災害等に強い県土及び地域を作る

とともに、自らの生命及び生活を守

ることができるよう県民の力を向

上させることにより、自然災害によ

る死者ゼロの『災害に日本一強い奈

良県』を目指す。 

 

⑵ 市の目指す姿 

       強靭化施策を推進し、大規模自然災害等に強いまち作るとともに、市民が自ら

の命と生活を守ることができるよう市民の力を向上させることにより、 

『「わたし」からはじめる、強くて、しなやかな

「わたしたち」の市
まち

、奈良』 
を目指す。 

 

   【解説】 

    中央防災会議が、平成 30年 12月 26日に防災大臣に報告した「平成 30年７月

豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について」により、「これまで

の『行政主導の取組を改善することにより防災対策を強化する』という方向性を

抜本的に見直し、住民が『自らの命は自らが守る』意識を持って自らの判断で避

難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという、住民主体の取組強化による

防災意識の高い社会構築」との考え方が示されたところである。 

    この考え方を受け、『自らの命は自らが守る』意識、自助・共助の重要性を、奈

良市第５次総合計画にある奈良市の将来像「「わたし」からはじめる「わたしたち」

のまち 奈良」と調和させて表現したものである。  

第３章 基本的な考え方 
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奈良市国土強靭化地域計画 

２ 基本目標 

⑴ 国土強靭化基本計画及び奈良県国土強靭化地域計画に掲げられた基本目標 
 

国土強靭化基本計画 奈良県国土強靭化地域計画 

① 人命の保護が最大限図られること 

 

② 国家及び社会の重要な機能が致命 

的な障害を受けず維持されること 

 

③ 国民の財産及び公共施設に係る 

被害の最小化 

 

④ 迅速な復旧復興 

① 人命を守る 

  災害による死者をなくす 

 

② 県民の生活を守る 

できる限り、家屋・インフラ・ 

経済活動等の減災を図る 

 

③ 迅速な復旧・復興を可能にする 

 

⑵ 市の基本目標 

  ① 人命を守る 

  ② 市民の生活を守る 

   ③ 迅速な復旧・復興を可能にする 

  

第３章 基本的な考え方 
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奈良市国土強靭化地域計画 

３ 強靭化推進にあたっての留意事項 

  国土強靭化基本計画及び奈良県国土強靭化地域計画を踏まえ、次の点に留意して

強靭化に係る施策を推進する。 

⑴  長期的、広域的観点からの施策の推進 

ア 本市の強靱化を損なう原因をあらゆる側面から検討するとともに、長期的な

視野を持って計画的に取り組む。 

イ 市内のみならず、市域を越えて広範囲に被害を及ぼす巨大災害を念頭に、広

域的な視点を持って施策を推進する。 

 

⑵  効果的な施策の推進 

ア 地域の状況に応じて災害リスクを予測し、防災施設の整備等のハード対策と

訓練・防災教育等のソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進する。 

イ 「自助」及び「共助」による地域防災力の向上と、「公助」の機能強化を適切

に組み合わせ、官（本市、県、国等）と民（市民、事業者）が役割分担して取

り組む。 

ウ 国、県、民間事業者等と十分連携を図る。 

エ 各施策が非常時に効果を発揮するだけでなく、平常時においても有効に活用

される対策となるように取り組む。 

 

⑶  効率的な施策の推進 

ア 既存の社会資本を有効活用する等により費用を縮減するなど、限られた財源

の中で効率的かつ効果的に施策を推進する。 

イ 施設等の効率的、効果的な維持管理やデジタル技術の活用に努める。 

 

⑷  地域の特性に応じた施策の推進 

ア 紀伊半島大水害等、過去の災害での経験・教訓の継承や、科学的知見に基づ

く調査研究の成果を普及する。 

イ 豊かな自然と貴重な文化財を有する本市の特性を踏まえ、自然との共生、環

境との調和、景観の維持に配慮して施策を推進する。 

ウ 女性、高齢者、子ども、障害者、外国人などの多様な視点をもって施策を推

進する。 

エ 人のつながりやコミュニティ機能の向上を支援するとともに、強靱化の担い

手を育成し、その活動環境の整備に努める。 

オ 地域活性化等にもつながり、本市の持続的成長の促進に寄与する取組を進め

る。 

第３章 基本的な考え方 
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第４章 脆弱性評価 

１ 脆弱性評価とは 

  本市の強靭化を推進するにあたり、大規模自然災害に対する脆弱性評価を行った。 

  脆弱性評価では、まず、本市に甚大な被害を及ぼす自然災害を「想定するリスク」

として定め、維持・早期回復が必要な重要機能を念頭に置きながら、地理的・地域

的特性、気候的特性、社会経済的特性等を踏まえ「リスクシナリオ（起きてはなら

ない最悪の事態）」を設定した。 

 

２ 想定するリスク 

  市民生活や経済に甚大な影響を及ぼすリスクとしては、自然災害のみならず、大

規模事故など幅広い事象が想定されるが、国の国土強靭化基本計画及び奈良県国土

強靭化地域計画が大規模自然災害を対象としていることを踏まえ、本計画において

も大規模自然災害を対象とし、地震、風水害、土砂災害それぞれについて、次のと

おり具体的な災害を想定した。 

  ただし、想定した災害の被害を超える事態が発生することも念頭に置きながら、

検討を進めた。 

⑴  地震 

ア 内陸型地震（第２次奈良県地震被害想定調査報告書より） 

      地震被害想定調査では、８つの起震断層を対象としているが、本計画にお

いては、特に大きな被害を及ぼす奈良盆地東縁断層帯地震、中央構造線断層

帯地震、生駒断層帯地震の３つを対象として被害を想定する。なお、避難者

数については、平成 28年の熊本地震時の熊本市におけるピーク時最大避難

者数が約 11万人で人口の約 14.7％であったことを基に、約５万人と想定す

る。 
    

 
奈良盆地東縁 

断層帯地震 

中央構造線 

断層帯地震 

生駒断層帯 

地震 

市内最大震度 ７ ６強 ６強 

死者(人）  1,159   497    848 

負傷者(人)  4,536  5,589  4,001 

住家全壊(棟）  29,670  12,497  21,675 

住家半壊(棟）  17,705  18,087  18,910 

炎上出火（件）     328     151     226 

断水（世帯） 134,973  85,794 133,445 

停電（世帯） 136,049 135,621 135,646 

ガス供給停止（世帯） 102,278 102,278 102,278 
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奈良市国土強靭化地域計画 

イ 南海トラフ巨大地震（海溝型地震：内閣府が公表した被害想定より） 

     海溝型地震として南海トラフ巨大地震が想定されるが、奈良県が市町村ご

との見積もりを作成していないため、県全体の被害想定を示す。 

    ・ 県内における人的被害・建物被害の想定 

 
基本ケース 

（被害が最小の場合） 

陸側ケース 

（被害が最大の場合） 

県内市町村における 

最大震度の分布 

６強 ２市町村 ６強 27市町村 

６弱 35市町村 ６弱 12市町村 

５強 ２市町村 ５強 な し 

死 者 数 約 60人 約 1,300人 

建物全壊棟数 約 6,500棟 約 38,000棟 
  

   ・ 県内における施設等の被害想定       

被害想定項目 
県内の想定被害 

（最大値） 

ライフライン 

施設被害 

上水道（断水人口） 約 120万人 

下水道（支障人口） 約 97万人 

電力（停電軒数） 約 88万軒 

固定電話（不通回線数） 約 15万回線 

都市ガス供給停止戸数 約３万８千戸 

交通施設被害 
道路施設被害（箇所数） 約 930箇所 

鉄道施設被害（箇所数） 約 590箇所 

避難者数 

発災 １日後 約 10万人 

発災１週間後 約 26万人 

発災１か月後 約 20万人 

帰宅困難者数 約 12～15万人 

被災可能性のある国宝・重要文化財（施設数） 37施設 

孤立可能性のある集落数（農家集落） 47集落 

 

⑵ 風水害 

   ア 台 風 

     近年、地球温暖化に伴う海水温の上昇により、台風の勢力が本州周辺でも

衰えることなく、強い勢力を保ったまま本土に接近する傾向が強いため、第

２室戸台風時よりも大きな台風被害を想定することも必要である。 

第４章 脆弱性評価 
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   イ 集中豪雨等による水害 

     大雨による河川の氾濫や、排水路等からの溢水による浸水被害が想定され

る。 

 氾濫した場合に地域に対する影響が大きい国管理河川の佐保川及び木津

川、県管理河川の富雄川、佐保川、秋篠川、地蔵院川、岩井川、能登川及び

高瀬川については、浸水想定区域が国、県により指定・公表されている。 

 また、令和３年５月の水防法改正により、中小河川も洪水浸水想定区域の

指定対象として追加された。 

 本市は、洪水浸水想定区域をハザードマップにより広く市民に周知してい

る。 

 また、上記河川が氾濫するような大雨の場合には、既にその他河川も氾濫

しており、排水路等からも溢水していると想定される。 

 

⑶ 土砂災害 

大雨による土石流、がけ崩れ、地すべりによる土砂災害が想定される。 

土砂災害の発生するおそれのある土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、地すべ

り危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所）等については、土砂災害が発生した場合に

土砂被害を受ける範囲を想定した土砂災害（特別）警戒区域が県により指定され

ている。また、同様に、山地に起因する土砂災害の発生するおそれのある山地災

害危険地区（山腹崩壊危険地区、崩壊土砂流出危険地区、地すべり危険地区）に

ついても、土砂被害を受ける範囲を把握しておく必要がある。 

  

第４章 脆弱性評価 
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３ リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定 

  本市の特性等を踏まえるとともに、施策の重複などを勘案し、「最悪の事態」区分

の整理・統合等を行い、市の脆弱性評価の前提となる「リスクシナリオ（起きては

ならない最悪の事態」を次のとおり設定した。 
 

① 地震・水害・土砂災害の対策及び避難対策の確実な実施 

１－１ 
地震による建物・交通施設等の大規模倒壊や住宅密集地における火災

による死傷者の発生 

１－２ 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水の発生 

１－３ 
大規模な土砂災害（深層崩壊等）による多数の死傷者の発生と、後年

度にわたり市域の脆弱性が高まる事態の発生 

１－４ 避難行動の遅れ等による死傷者の発生 

② 救助・救急、医療活動等の迅速な実施及び避難生活環境の確保 

２－１ 警察・消防等の被災等による救助・救急活動の停滞 

２－２ 被災地における医療機能の低下及び感染症等の発生 

２－３ 食料・飲料水・医薬品等、生命に関わる物資等の安定供給の停滞 

２－４ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の発生 

２－５ 
避難所等において避難生活で使用する資機材の不足による災害関連死

等の発生 

③ 市民の生活に必要な行政機能、企業活動の維持 

３－１ 市職員、施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

３－２ サプライチェーンの寸断等による企業活動等の低下 

④ ライフラインの確保 

４－１ 社会経済活動の維持に必要なエネルギー供給の停止 

４－２ 上水道、汚水処理施設等の長期間にわたる供給停止 

４－３ 幹線が分断する等、基幹的陸上ネットワークの機能停止 

⑤ 二次災害の防止 

５－１ ため池、ダム等の損壊、機能不全による二次災害の発生 

５－２ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

⑥ 地域社会、経済の迅速な再建・回復 

６－１ 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

れる事態 

６－２ 

復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域

に精通した技術者、建設業者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅

れる事態 

６－３ 被災者の生活再建が大幅に遅れる事態 

第４章 脆弱性評価 
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第５章 強靭化施策の推進方針 

１ リスクシナリオごとの強靭化施策の推進方針 

  基本目標を達成し、奈良市の強靱化を実現するために必要な施策の推進方針を示

す。 

第４章で示した、リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）を回避するた

めに行わなければならない取組を検討するとともに、市等が実施している取組を整

理して課題を抽出した。 

抽出した課題を踏まえた推進方針を次項以降に記述するものである。 

  次項以降における記述要領は、図５－１のとおりである。 

 

図５－１ 次項以降における記述要領 

 

 

  

第５章 強靭化施策の推進方針 

別紙「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）に基づき抽出した課題」

次項以降の記述要領

２．基本目標１：人命を守る

① 地震・水害・土砂災害の対策及び避難対策の確実な実施

１－１ 地震による建物・交通施設等の大規模倒壊や住宅密集地における

火災による死傷者の発生を防ぐ

【耐震化の促進】

○地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産

を保護することを目的とし、市有建築物の耐震化をはじめ・・・・
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２ 基本目標１ ： 人命を守る 

   ① 地震・水害・土砂災害の対策及び避難対策の確実な実施 

  １－１ 地震による建物・交通施設等の大規模倒壊や住宅密集地における火災に

よる死傷者の発生を防ぐ 

  【耐震化の促進】 

⑴  地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護

することを目的とし、市有建築物の耐震化をはじめ奈良市耐震改修促進 

計画を推進するとともに、国の住宅・建築物安全ストック形成事業及び 

建築物耐震対策緊急促進事業等を推進することにより、住宅・建築物の 

耐震性等の向上、安全性確保を図るための支援を行い、住宅・建築物の 

耐震化を促進する。（都市整備部） 

⑵  耐震性が不十分である市営住宅については、入居者の安全確保の観点か

ら今後のあり方について検討するとともに、耐震性のある市営住宅や民間

賃貸住宅等への住み替え支援を行い、地震による被害の軽減を図る。（都

市整備部） 

⑶ 学校施設については概ね構造体の耐震化は完了しており、特に災害時の 

避難場所として使用される小中学校屋内運動場のトイレ改修について集 

中的に取り組んできたところである。しかし、多くの校舎等において 

老朽化が進んでいることから、非構造部材である外壁の改修やサッシ等 

の入替作業など、耐震化の一層の促進を図る。（教育委員会） 

⑷  保育所・認定こども園、児童館、人権文化センターなどの社会福祉施設 

において更なる耐震化を促進するとともに、計画的な改修を行う。 

（市民部・福祉部・子ども未来部） 

⑸ 民間社会福祉施設及び就学前教育・保育施設の耐震化に対する財政的支

援を、国の補助金等を活用しながら行う。（福祉部・子ども未来部） 

    ⑹  地震による緊急輸送道路ネットワークの遮断を回避するため、緊急輸送 

道路上等にある橋梁等の耐震化を推進する。（建設部） 

〔別表２のとおり〕 

 

【住宅等における安全の確保】 

⑴ 地震時における各住宅の家具の転倒防止対策等の普及・啓発を図る。（危

機管理監） 

    ⑵ 家庭内の地震対策として、ガラス飛散防止、通電火災防止、住宅用火災

警報器・感震ブレーカーの設置など、市民が自ら積極的に出火防止対策

を実施できるよう指導するとともに、特に高齢者単身世帯を中心に普及

活動を進める。（消防局） 

    ⑶ 空き家が増加する中で、地域の住民の安全を確保し、住み続けられる地

域づくりを進める観点から、空き家の利活用や除却等を促すため、空き

家対策総合支援事業を推進する。（都市整備部） 

⑷ 市営住宅については、防災対策、老朽化対策及び安全確保並びに住環境

整備のために、長寿命化計画に基づき団地別又は住棟別に応じた予防保

全的な管理と修繕を行いつつ、改善工事を行う公営住宅等ストック総合

第５章 強靭化施策の推進方針 



 

21 

 

奈良市国土強靭化地域計画 

改善事業及び改良住宅等ストック総合改善事業を推進する。（都市整備

部） 

⑸ 住宅の新築において中間検査、完了検査を徹底することにより法の的確 

な執行を確保する。また、既存建築物について定期報告制度や防災査察 

による出火防止対策を実施し安全性等を確保する。（都市整備部） 

 

【市街地等における安全の確保】 

⑴ 奈良県都市計画区域マスタープランを上位計画として策定した奈良市都

市計画マスタープランでは、都市防災に配慮したまちづくりを推進する

ため、災害に強い都市基盤の創出、市街地の防災機能強化をまちづくり

の方針として掲げており、安全・安心のまちづくりに継続して取り組

む。（都市整備部） 

    ⑵ 市街地における道路空間の確保は、迅速な避難が可能になるほか緊急車

両の通行に資するなど防災上有効であるため、今後も着実に改良を進め

る。（都市整備部・建設部） 

〔別表１のとおり〕 

    ⑶ 災害時の確実な避難や応急対策ができるよう、道路の安全性を高めるた

め、また、電柱の倒壊に伴う大規模停電を防止するため市街地等の幹線

道路における無電柱化を推進する。（建設部） 

〔別表１のとおり〕 

    ⑷ 八条・大安寺周辺地区土地区画整理事業（組合施行）の実施にあたり、

事業者等の理解と協力を得て、道路の安全性を高めるとともに電柱の倒

壊に伴う大規模停電を防止するため、面整備事業に併せた無電柱化を推

進する。（都市整備部） 

⑸ 大地震時の宅地の安全性を確保するため、第１次スクリーニングとして

大規模盛土造成地の概ねの位置や規模について調査を終え、公表し大規

模盛土造成地マップの周知を図る。また、基礎資料となる造成築造年代

調査等の作業を進める。（都市整備部） 

    ⑹ 道路の路面下の空洞化による陥没等を防ぐため、路面下空洞調査を実施

するとともに、適切な処置を施すことで、陥没事故の未然防止に取り組

む。（建設部） 

 

【文化財防災・防火対策のための啓発活動や設備の設置促進】 

⑴ 国宝、重要文化財等の文化財が多い本市においては、災害時における文

化財の倒壊・損傷及びそれに伴う人的被害の低減を図るため、保存修理

や環境整備などの整備を着実に実施するとともに、引き続き関係機関な

どが連携した啓発活動や防災・防火設備の設置促進、修理等の支援、安

全確保などの取組を推進する。（教育委員会・消防局） 

    ⑵ 被災した場合には、マスメディア等を通じて復旧復興状況を積極的に発

信し、被災後の歴史的観光都市イメージの回復につなげるとともに観光

産業の復興を促進する。（総合政策部・観光経済部） 

 

 

第５章 強靭化施策の推進方針 
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【外国人観光客及び帰宅困難者対策】 

 外国人観光客向けの避難場所の確保、災害情報等の多言語対応と防災情

報収集のための通信環境の確保、観光客誘導訓練及び帰宅困難者訓練の 

実施などを行う。（危機管理監・観光経済部・消防局） 

 

１－２ 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水の発生を防ぐ 

【河川整備等総合的な治水対策の推進】 

⑴ 本市の河川の多くは、延長は長いが流域面積が小さいため、短時間の集

中的な豪雨により浸水被害が発生しやすい形状となっており、流域内の

市街化による河川への流入量の増大など都市型河川特有の性質に基づく

脆弱性を有していることから、ハード整備とソフト対策が連携した流域

全体の総合的な治水対策が必要であり、更なる取組を進める。（建設部） 

    ⑵ 近年浸水被害を引き起こした浸水常襲地域においては、再び大きな被害

を発生させない災害対応型対策の重点化を図り、被害の最小化への減災

対策を図るよう、排水管の入替や雨水貯留施設の整備、下水道における

雨水幹線整備をはじめとする浸水対策の取組を促進する。（建設部・企業

局） 

    ⑶ 雨水の流下機能を確保するため、定期的に河川点検を行い、河道内にお

ける堆積土砂の浚渫や樹木の伐採、除草などの維持管理をはじめ、老朽

化が著しく機能低下を起こしている農業用河川工作物（井堰等）の改修

や河川護岸・河床の補修も計画的に進め、国・県が管理する河川ととも

に流域が一体となった総合的かつ合理的な治水対策を行う。（建設部） 

 

【洪水ハザードマップ活用の促進と水防情報の強化】 

⑴ 水防法改正に伴う県の洪水浸水想定区域の見直しを受けて作成した洪水

ハザードマップについて、随時情報を更新し、また、防災訓練等で活用

するなど住民への周知と理解の促進を図る。（危機管理監） 

⑵ 民間社会福祉施設及び就学前教育・保育施設の水害対策に対する財政支

援を、国の補助金等を活用しながら行う。（福祉部・子ども未来部） 

 

１－３ 大規模な土砂災害（深層崩壊等）による多数の死傷者の発生と、後年度

にわたり市域の脆弱性が高まる事態の発生を防ぐ 

【土砂災害対策の推進】 

⑴ 民間社会福祉施設及び就学前教育・保育施設の土砂災害対策に対する財

政支援を、国の補助金等を活用しながら行う。（福祉部・子ども未来部） 

⑵ 土砂災害対策施設（地すべり防止施設、砂防設備、急傾斜地崩壊防止施

設等）整備は、同時多発的に発生し、人的被害が発生する恐れがある土

砂災害に対して有効であることから、ハード対策事業の実施について県

と協力し、確実な土砂災害防止施設の整備を促進する。（建設部） 

    ⑶ 森林の適切な管理・保全が行われない場合には、森林が有する多面的機

能が損なわれ、山地災害等の発生リスクの高まりが懸念されるため、管

理者と地域コミュニティ等との連携を図る必要があり、県と協力し、森

第５章 強靭化施策の推進方針 
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林整備や保全活動、環境教育等を推進し、山地災害防止を図る。（観光経

済部） 

      〔別表３のとおり〕 

 

【土砂災害に対する防災意識の啓発及び警戒避難体制整備】 

 県の土砂災害警戒区域等の指定の見直しを受けて作成した住民の避難  

行動に資するハザードマップについて、随時情報を更新し、住民への周

知を図るほか、避難訓練等を通じて土砂災害に対する避難体制を強化す

る。（危機管理監） 

 

【ため池の防災対策】 

 防災重点ため池については、ため池の浸水想定、耐震性の調査を進め、

防災対策の資料とするとともに、周辺住民の迅速かつ安全な避難に資す

るため池ハザードマップを公表する。（建設部） 

 

  １－４ 避難行動の遅れ等による死傷者の発生を防ぐ 

【災害時の確実な情報伝達】 

⑴ 台風や豪雨の際における「警戒レベルに応じた奈良市の防災体制」及び 

  避難指示等の基準を実情に合わせて改善するとともに、その基準の周知 

  を図る。（危機管理監） 

⑵ 「避難指示等を広く確実に伝達するため、また、停電や機器・システム

の予期せぬトラブル、豪雨による騒音等があることも想定し、多様な伝

達手段を複線的に組み合わせることを基本とする」との考え方のもと、

防災スピーカー（同報系防災行政無線）の運用、緊急告知ラジオの購入

促進、防災情報メールの登録促進などに取り組む。（危機管理監） 

 

【災害時要配慮者支援対策】 

⑴  災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿の作成や個別避難計画 

を策定する。（福祉部） 

⑵  在住外国人の安全・安心を確保するために、関係機関が連携し、外国人   

向け災害情報の伝達体制を強化する。（危機管理監） 

    ⑶ 社会福祉施設においては、非常災害時に対する避難計画を策定すること

となっているが、市内施設において計画策定の有無、計画の実効性等に

ついて実態調査等を進めながら、社会福祉施設の災害時対応の現状を把

握し、必要に応じて計画策定や見直しを促す。（市民部・福祉部・子ども

未来部） 

⑷ 要配慮者の避難生活支援のため、民間福祉施設との協定締結を推進し、

福祉避難所のさらなる拡充を図る。（福祉部） 

⑸ 要配慮者の被災生活を安定させるため、特別養護老人ホーム等において

要介護高齢者の受入れを行うに当たり、避難生活に対応できるよう協力

を求める。（福祉部） 

第５章 強靭化施策の推進方針 
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⑹ 高齢者福祉施設等の防災・防犯対策として、スプリンクラー等の整備、

防災改修、ブロック塀等の改修、大規模停電時等に備えた非常用自家発

電設備の設置、防犯改修等を促進する。（福祉部） 

 

 

【住民避難に係る体制づくりと施設の整備等】 

⑴  災害対策基本法に基づく指定避難所及び指定緊急避難場所を必要に応じ 

て見直すとともに、市民に対する周知を図る。（危機管理監） 

⑵ 避難場所まで安全に誘導できる避難路を確保し整備する。（建設部） 

⑶ 災害種別避難誘導標識システム（JIS Z9098）に基づき、指定避難所及び   

指定緊急避難場所に設置した案内板を逐次更新する。（危機管理監） 

    ⑷ 防災機能を有する都市公園の整備を進める。また、施設の老朽化に起因

する事故等を未然に防ぎ、公園利用者が安全・安心に利用できるよう施

設の改築・更新を図るため、公園施設長寿命化対策支援事業を促進す

る。（都市整備部） 

 

【防災知識の普及啓発・防災教育】 

⑴ 『自らの命は自らが守る』意識の普及、防災の意識付け、きっかけ作り

として、防災講話、まちかどトーク、しみんだより、その他各種 SNSに

よる広報、防災体験装置の利活用等、防災知識の普及啓発を継続して実

施する。（危機管理監・消防局） 

⑵ 市民、自主防災防犯組織、防災関係機関、市職員による総合防災訓練な 

  どを実施して、市民の防災・減災意識の高揚、自主防災組織、防災関係 

機関との連携強化、災害対策本部、避難所配置職員等本市職員の災害対 

応能力の向上により、市全体の地域防災力を高め、「災害に強いまち」づ 

くりを目指す。（危機管理監） 

    ⑶ 教育現場において防災教育、避難訓練、防災研修の促進を図り、一般市

民をはじめ教職員や児童生徒の防災意識を高め、災害対応力向上を図る

とともに、家庭においても自助・共助の大切さを共有できる人づくりを

推進する。（教育委員会） 

 

  ② 救助・救急、医療活動等の迅速な実施 

  ２－１ 警察・消防等の被災等による救助・救急活動の停滞を防ぐ 

【消防力の強化】 

⑴ 同時多発する災害等に備え、消防力を強化するため、消防本部体制と並

ぶ消防力の柱であり、市の災害対応の実動部隊である消防団の装備・教

育訓練の充実強化を推進するとともに、新規入団者、機能別団員及び女

性団員の確保のほか、学生消防団員の募集も積極的に行い、幅広い年齢

層を対象に消防団を補完する体制づくりに取り組むとともに、消防団退

団者等を対象とした地域支援分団を発足し 、 団員の減少対策を図る。

（消防局） 
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⑵ 災害現場における消防活動を円滑なものとする無人航空機（ドローン）

を活用した情報収集部隊及び土砂災害や大規模地震による交通網の寸断

等に対応する重機対応部隊の発足により、常備消防と消防団との更なる

連携強化を図る。（消防局） 

    ⑶ 各種災害に対応するために消防車両の整備、装備の充実を継続して進め

るとともに、消防職員並びに消防団員の人材確保・救急救命士及び外国

語対応職員等の人材育成を積極的に行い災害対応力強化を図る。（消防

局） 

⑷ 緊急消防援助隊や関係各機関との合同訓練において様々な形態、規模に

よる訓練を実施し、これらの訓練で得た課題を踏まえ、より効果的な訓

練環境の整備を図るなど、実災害への対応能力を高める。併せて、県内

応援体制の確立と緊急消防援助隊の受援体制の整備を図る。（消防局） 

    ⑸ 地域の活動拠点となる消防庁舎及び消防団拠点施設の耐災害性を強化

し、老朽化が進んでいる消防車両や資機材について、計画的な更新・整

備を進めるとともに、消火活動時の消防水利となる耐震性貯水槽及び消

火栓の新規整備、既存非耐震性貯水槽の長寿命化対策の推進、河川等の

自然水利を活用した消防水利の確保対策について、地震対策等を念頭に

整備を進める。（消防局） 

    ⑹ 近い将来、発生が予想される南海トラフ地震など様々な大災害に備え、

市民の安全安心を守り、消防力を充分に活用するため、消防指令センタ

ーを中心とした消防通信指令システムについてＡＩなどのデジタル技術

の導入を踏まえ、整備を進める。（消防局） 

    ⑺ 救急現場にてマイナ保険証から必要な医療情報を迅速かつ正確に把握で

き、災害時における初動対応の円滑化が期待できるマイナ救急端末の整

備を行い、平時からの備えに加えて医療機関等との連携を通じて、緊急

時にも機能する持続的かつ安定的な質の高い救急搬送体制の強化を図

る。（消防局） 

 

【防災関係機関と連携した災害対応訓練の実施】 

⑴ 円滑な災害対応を実施するため、平常時から災害対策本部の運営訓練を

実施する。（危機管理監） 

⑵  総合防災訓練などで関係機関との連携を図っており、今後も機会をとら 

え、警察、消防、自衛隊などと「顔の見える関係」を構築し、連携体制

を強化することで災害対応の実効性を高める。（危機管理監） 

     

【自主防災力の強化】 

⑴ 自主防災組織活動交付金の交付などを通じ、100％の結成率を達成してい

る自主防災組織の充実及び活性化に取り組む。（危機管理監） 

⑵ 災害の規模が大きくなればなるほど、行政の公的救助・支援である「公

助」は届きにくく、「自分や家族の安全は自分で守る」「地域の安全は地

域で守る」といった「自助」「共助」が重要になる。このため、災害発生

時の被害軽減・拡大防止、災害発生後の迅速・円滑な被災者支援のた

第５章 強靭化施策の推進方針 
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め、平常時から防災意識啓発や訓練指導等を行うとともに、発災時には

共助活動の担い手となる人材を養成する。（危機管理監） 

 

２－２ 被災地における医療機能の低下及び感染症等の発生を防ぐ 

【医療救護活動の促進】 

 県をはじめとする関係機関と連携、情報共有を行い、救護所の開設・運

営、避難所等の保健活動を推進するとともに、広域救急医療搬送体制の

構築、医薬品等の供給が円滑に進むように支援を行う。（健康医療部） 

 

【災害拠点病院の機能強化】 

 災害拠点病院としての役割を担う市立奈良病院や奈良県総合医療センタ 

  ーに対し、災害時において不足した医療用資器材、医薬品等を供給でき

るよう支援する。（健康医療部） 

 

  【食中毒・感染症等の対策】 

⑴ 食中毒や感染症等の発生やまん延を防止するために、平常時から予防活 

動を行う。（健康医療部） 

    ⑵ 災害時の避難所等被災者の生活空間における、食中毒や感染症等の発生

やまん延防止を図るための、活動マニュアルや情報提供の手段を準備す

る等対応能力の向上を図る。（健康医療部） 

 

【発災後の遺体捜索、検視・検索、収容及び埋火葬等】 

 災害発生時において、火葬場の状況を速やかに把握し情報の収集ができ

る火葬実施体制や情報提供方法等の整備に取り組む。（市民部） 

 

【医療活動確保のための緊急輸送ルートの強化】 

 医療活動を確保するため、市が管理する道路施設の長寿命化修繕計画に

基づき、道路施設の長寿命化、老朽化対策を推進する。また、道路法面

の防災対策を推進する。（建設部） 

〔別表２のとおり〕 

 

【汚水処理機能継続の確保】 

 下水道ＢＣＰに基づいて、災害時の対応に備える。（企業局） 

 

２－３ 食料・飲料水・医薬品等、生命に関わる物資等の安定供給の停滞を防ぐ 

【非常用物資の確保】 

⑴ 家庭や企業等においては、７日分の備蓄が奨励されていることから、自 

発的な備蓄を促進するため啓発活動に取り組む。（危機管理監） 

⑵ 民間企業との救援物資供給協定による流通備蓄に取り組む。（危機管理 

監） 

第５章 強靭化施策の推進方針 
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⑶ 奈良市薬剤師会との協定（災害時の医療救護活動に関する協定書）によ

り、災害時における救護所等への医薬品の供給体制を構築する。（健康医

療部） 

⑷ 水道水は、緊急遮断弁等を設置した配水池と緑ヶ丘・木津浄水場で確保 

する。また、拠点給水や給水車等の運搬による応急給水を行い、生命と

生活に欠かせない飲料水を確保する。（企業局） 

    ⑸ 社会福祉施設では、利用者の特性により、大量の水、流動食、オムツ、

常用薬等が非常用の備蓄として必要になることから、発災から７日目ま

での物資を備蓄できるよう周知、指導、状況によっては支援を行う。（市

民部・福祉部・子ども未来部） 

【救援物資等の搬送の確保】 

⑴ 道路被害・渋滞等による道路交通網の分断により、救急活動や救援物資

等の緊急輸送を実施できない事態や、市民生活への影響等が懸念され

る。災害時においても緊急輸送道路の通行機能を確保するため、橋梁等

の耐震補強、無電柱化を継続して実施するとともに、災害時の物資供給

ルートの多重性を確保していく施策をより積極的に推進する。（建設部） 

〔別表１・別表２のとおり〕 

⑵ 物資集積拠点から避難所まで遅滞なく、確実に物資が届けられる円滑な

物資輸送を実施するために、物資供給協力に関する協定が実効性を維持

できるように対応する。（観光経済部）     

⑶ 県が被災後も経済活動を機能不全に陥らせないために整備を進めている

骨格幹線道路ネットワーク（紀伊半島アンカールート）の一部を構成す

る京奈和自動車へのアクセス道路の整備について積極的に取り組み、緊

急輸送道路ネットワークを充実させる。（都市整備部・建設部） 

〔別表１のとおり〕 

 

２－４ 多数かつ長期にわたる孤立集落等の発生を防ぐ 

【災害時孤立の恐れのある地区におけるエネルギーの確保】 

⑴ ＬＰガス発電は、発電と併せてガス機器としても使用ができるため、孤 

立集落のエネルギー対策として効果的であることに鑑み、継続して避難 

箇所となる学校関連施設を中心にＬＰガス設置を促進する（教育委員

会・各部局） 

⑵ 災害時孤立の恐れのある地区において、自立分散型のエネルギーシステ 

ム導入促進を図るため、補助・支援制度等の整備に取り組む。（環境部） 

     

【緊急輸送道路等の整備・保全、耐災害性の向上】 

 道路ネットワークの遮断を防ぎ、集落が孤立するリスクを防止、軽減す

るために、県が整備を進めている紀伊半島アンカールートを構成する京

奈和自動車道をはじめとする骨格幹線道路ネットワークへのアクセス市

道の整備を進め、緊急輸送道路上にある橋梁等の耐震化、道路法面の防

災対策、道路施設の老朽化対策を着実に推進し、緊急輸送道路ネットワ

ークを確保する。また、一本松小倉線をはじめ災害に伴う道路分断を想

定した代替ルートの確保・整備についても推進を図る。（都市整備部・建

第５章 強靭化施策の推進方針 
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設部） 

〔別表１のとおり〕 

 

【孤立化防止のための土砂災害対策】 

 土石流や地すべりなどの土砂災害により、道路が長期間不通にならない

よう、砂防、地すべり対策を県の関連部署と連携し、着実に推進する。

また、既存の砂防関係施設についても、県の長寿命化計画に基づく老朽

化対策に協力し、砂防関連施設の長寿命化を推進する。（建設部） 

 

【ヘリコプター臨時離発着場所の資料整備】 

⑴ 災害時の孤立集落が発生した際の対策として、ヘリコプター臨時離発着 

場所の資料整備を行う。（危機管理監） 

⑵ 災害時に使用するヘリコプター・ヘリポートについて訓練等により、活 

用の検証を行うとともに、臨時離発着場所の調査を行いながらヘリポー 

ト予備地の適地確保を図る。また、ヘリ要請に関する手続きの確認等、 

関係機関との連絡体制を強化する。（消防局） 

 

２－５ 避難所等において避難生活で使用する資機材の不足による災害関連死等 

の発生を防ぐ 

【避難所等の生活環境の改善】 

⑴ 時間経過に合った、複数の種類の災害用トイレ（携帯トイレ、簡易トイ 

レ、仮設トイレ及びマンホールトイレ）を備え、避難所等における有効 

な生活環境の整備について推進する。（危機管理監） 

⑵ 避難者の健康、衛生、プライバシー等を確保し、安全で安心な避難生活 

を提供するためのパーティション、テント等の整備を推進する。（危機管

理監） 
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３ 基本目標２ ： 市民の生活を守る 

 ③ 市民の生活に必要な行政機能、企業活動の維持 

 ３－１ 市職員、施設等の被災による行政機能の大幅な低下を防ぐ 

【市有施設等の強化】 

⑴ 市有建築物については耐震診断及び耐震改修を実施してきたところであ

るが、各分野の個別計画の策定を進めるとともに、未実施の市有建築物

については継続して耐震診断・耐震改修等を促進する。（各部局） 

    ⑵ 災害時に避難所として使用される市有施設のトイレ改修等について、引

き続き促進する。（教育委員会・各部局） 

⑶ 災害時の停電に対しても災害対応機能を維持するため、災害対策本部が

置かれる本庁舎をはじめとした拠点施設において、電源確保のための非

常用発電設備を整備する。（総務部・各部局）     

⑷ 避難所においても、学校関連施設を中心に非常時の停電に対する電源及

び熱源確保のため、ＬＰガス設置の促進を図る。（教育委員会・各部局） 

⑸ 学校施設における遊具等の更新工事及び校舎等からの転落防止対策な

ど、児童生徒が安全に活動できるよう施設等の整備を図る。（教育委員

会） 

 

【業務継続体制の整備】 

 最新の災害情勢、新たな教訓、政府等の動向などの情報を常に収集しつ

つ、防災訓練の成果を逐次反映、随時検証しながら、ＰＤＣＡ（計画策

定:Plan、訓練等の実施:Do、点検・検証:Check、改訂・見直し:Action）

により、奈良市業務継続計画を継続的に見直し、計画の実効性向上を図

る。（危機管理監） 

     

【職員等の防災教育及び対応力強化】 

⑴ 防災士の養成、指定避難所配置職員に対する教育、被災した自治体に対

する職員の応援派遣等を実施して、職員の防災力向上を図る。（危機管理

監） 

⑵ 「いざという時に頼れる防災行政」を目標として、災害対策本部訓練を

はじめとする各種の防災訓練等を実施して、市の災害対応能力の向上を

図る。（危機管理監） 

 

【相互応援協定などに基づいた自治体間の連携強化】 

 大規模災害が発生した際の災害応急体制の確保を図るため、相互応援協 

定や中核市市長会を通じた応援・受援体制の構築を図る。（危機管理監） 

 

３－２ サプライチェーンの寸断等による企業活動等の低下を防ぐ 

【企業防災活動等の促進】 

⑴ 企業に対して、平常時から商工会議所や商工会等の経済団体と連携して

防災関連情報の提供及び共有を積極的に行い、企業体としての防災・災

第５章 強靭化施策の推進方針 
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害対策の重要性の意識付けや企業防災活動の活性化を図る。（観光経済

部） 

    ⑵ 大規模災害発生後であっても、サプライチェーンを含む経済活動が機能

不全に陥らないために、また、経済活動が速やかに再開できるよう、平

常時から商工会議所や商工会等の経済団体との連携体制の強化を図る。

（観光経済部） 

 

  【被災企業への金融支援など、セーフティネット策の確保】 

⑴ 国・県の支援策と連携し、災害により影響を受けた中小企業者等の事業

の早期復旧と経営の安定を図るためのセーフティネット策を確保すると

ともに、被災後の支援のみならず、災害に対する事前の備えに向けた取

組への支援についても検討する。（観光経済部） 

    ⑵ 災害発生後の労働力確保対策としての就労相談制度の整備についてハロ

ーワークと連携し検討を進めるとともに、迅速な経済活動再開が図れる

よう県や信用保証協会、市内金融機関と金融支援について協議を進め

る。（観光経済部） 

 

【オフィスや生産拠点の本市への立地の促進】 

 東日本大震災以降、企業においては業務継続体制の再構築を進める中

で、首都圏等に立地する本社機能の移転やサプライチェーンの多重化・

分散化の動きが活発化しており、オフィスや生産拠点の本市への立地を

促進するほか、本市での起業支援のための取組を強化する。（観光経済

部） 

     

【物流ルートの整備・保全、耐災害性の向上】 

⑴ 道路ネットワークの遮断を防ぎ、企業活動や経済活動を機能不全に陥ら

せないために、現在、県が整備を進めている骨格幹線道路ネットワーク

（紀伊半島アンカールート）の一部を構成する京奈和自動車道へのアク

セス道路等の整備を進める。（都市整備部・建設部） 

〔別表１のとおり〕 

⑵ 緊急輸送道路上にある橋梁等の耐震化・長寿命化、道路法面の防災対

策、道路施設の老朽化対策を着実に推進し、緊急輸送道路ネットワーク

を確保する。（建設部） 

      〔別表２のとおり〕 

 

【企業活動継続のための総合的な治水対策】 

⑴ 市内を流れる河川の流域の内水対策や浸水常襲地域の対策を進めるた

め、市が管理している河川の改修、県が管理する直轄遊水地を活用した

内水対策、国・県と連携した流域対策及び避難勧告等に活用する水防情

報の強化など、ハード整備とソフト対策が連動した流域全体の総合的な

治水対策を推進する。（建設部） 
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    ⑵ 洪水を安全に流すための対策に加え、越水等が発生した場合にも被害を

軽減させるため、ハード対策として堤防の質的改良を推進する。（建設

部） 

 

  ④ ライフラインの確保 

 ４－１ 社会経済活動の維持に必要なエネルギー供給の停止を防ぐ 

【多様なエネルギー供給源の確保】 

⑴  迅速な復旧や情報共有を実現するため、奈良市総合防災訓練などを通し 

た、相互理解と顔の見える関係構築を図る。（危機管理監） 

    ⑵ 防災拠点（避難所等）に蓄電池、発電機（ガソリン、軽油、ＬＰガス

等）、太陽光発電等の再生可能エネルギーを活用できる設備を整備し、災

害時の電力確保を図る。また、停電時にも自立稼働が可能な設備の活用

を促進する。（危機管理監・環境部） 

⑶ 市域におけるエネルギー自給率向上のため、蓄電池等を備えるスマート

ハウス等の普及拡大を図り、また、自助の考えに基づいた自家発電設備設

置を促す。（環境部） 

⑷ エネルギーの供給源の多様化のため、農村地域の資源等を活用した小水

力発電や太陽光発電等の再生可能エネルギーを検討し、その拡大に向けた

広報を行う。（環境部） 

 

【ライフライン関係機関等との連携】 

 迅速な復旧や情報共有を実現するため、奈良市総合防災訓練などを通し

た、相互理解と顔の見える関係構築を図る。（危機管理監） 

 

４－２ 上水道、汚水処理施設等の長期間にわたる供給停止を防ぐ 

【水道施設の耐震化】 

 「奈良市水道事業中長期計画」に基づき、配水池・ポンプ所や基幹管路

の更新と耐震化を進める。浄水施設等については、耐震診断の結果をも

とに、補強や更新工事を進める。（企業局） 

 

【下水道施設の老朽化対策、耐震化等】 

⑴ ストックマネジメント計画に基づく老朽化対策及び重要な施設の耐震化

を行う。（企業局） 

 ⑵ 下水道ＢＣＰに基づいて、災害時の対応に備える。（企業局） 

    

  【農業集落排水施設の老朽化対策・耐震化等】 

 農業集落排水施設の機能診断を実施し、最適化整備構想を策定して老朽 

  化対策及び耐震化を行う。（企業局） 

 

  【浄化槽施設の整備点検】 

 長期間稼働している浄化槽は、災害が発生した場合の破損リスクが高 

く、破損した場合には汚水や汚泥が流出し、悪臭の発生や、蚊・はえの 
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大量発生など、周辺環境及び衛生状態を著しく悪化させる。こうした災 

害の発生に備えるため、長期間稼働している単独浄化槽からの合併浄化 

槽転換や整備点検を設置者に促す。（健康医療部・企業局） 

 

４－３ 幹線が分断する等、基幹的陸上ネットワークの機能停止を防ぐ 

【基幹インフラの整備・保全、耐災害性の向上】 

⑴ 災害発生時に、人員や物資、救助・救急、医療活動など緊急輸送に係る

交通輸送が確保され、道路ネットワークの遮断を防ぎ、企業活動や経済

活動を機能不全に陥らせないために、現在、県が整備を進めている骨格

幹線道路ネットワーク（紀伊半島アンカールート）の一部を構成する京

奈和自動車道へのアクセス道路等の整備を進める。（都市整備部・建設

部） 

〔別表１のとおり〕 

⑵ 緊急輸送道路上にある橋梁等の耐震化・長寿命化、道路法面の防災対

策、道路施設（トンネル、横断歩道等）の定期点検、個別計画策定等老

朽化・長寿命化対策を着実に推進し、緊急輸送道路ネットワークを確保

する。（建設部） 

〔別表２のとおり〕 

⑶ 道路の路面下の空洞化による陥没等を防ぐため、路面下空洞調査を実施

するとともに、適切な処置を施すことで、陥没事故の未然防止に取り組

む。（建設部） 

 

【リニア中央新幹線 三重・奈良ルートの早期全線整備】 

⑴ 現東海道新幹線は東西の大動脈であり分断の影響は極めて大きいことか

ら、リニアについては現新幹線と異なるルートとすることによりリスク

分散を図り、より強靱な東西高速交通ルートを形成する必要がある。ま

た、リニア中央新幹線の「奈良市附近」駅が設置されることにより、新

たな大動脈の輸送ルートが県内に形成される。さらに、リニア中央新幹

線は、大規模自然災害時においても、支援を遠方から極めて短時間で市

内に受け入れられる輸送ルートとして期待される。そのため、リニア中

央新幹線を整備計画どおり「奈良市附近」を経過地とした三重・奈良ル

ートの早期全線整備を県と共同で、国及びＪＲ東海に働きかけるととも

に、ＪＲ東海から地元自治体が求められる協力事項について、検討す

る。（観光経済部） 

    ⑵ 官民一体となって奈良市内へのリニア中央新幹線の中間駅誘致を進める

とともに、高速交通体系の整備促進による、リニアを生かした新しい災

害時対策を含めたまちづくりのあり方の検討を進める。（観光経済部） 

   

  ⑤ 二次災害の防止 

 ５－１ ため池、ダム等の損壊、機能不全による二次災害の発生を防ぐ 

【老朽化した農業用ため池の改修の促進】 

 災害の発生を未然に防止するため、整備の必要な老朽化した農業用ため 
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池の改修を実施しているところであり、引き続き整備の必要なため池に 

ついて、調査、改修作業を実施する。（都市整備部・建設部） 

〔別表４のとおり〕 

     

【ダムの耐災害性の向上】 

 須川ダムの大規模地震に対する耐震性の確保を図るための対策を実施す 

るとともに、アセットマネジメントによる中長期的な見通しも踏まえた 

維持管理計画を作成のもと、適切な維持管理を実施する。(企業局) 

     

５－２ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大を防ぐ 

【農地・森林の保全・整備】 

⑴  防災及び減災の観点から、気候変動を受けにくい農地作りが求められて 

いる。これに対し、生産基盤の保全管理を強化し生産性の高い優良農地 

の確保を図る。併せて、担い手の育成・支援、農地の集積・集約化、農 

産物の高付加価値化・生産コスト削減など競争力向上に必要な生産基盤 

の施設整備を推進し、強い農地作りを図る。（観光経済部） 

⑵ シカやイノシシ等の有害獣による農作物への被害に起因する、農業者の 

生産意欲低下による農地の荒廃化を防ぎ、また、林業における有害獣に 

よる森林植生への被害を防止することで適正な森林の更新を図り、災害 

に強い農地と森林の育成を図る。（観光経済部） 

⑶ 森林の持つ公益的機能の一つとして、土砂災害防止の機能が挙げられ 

る。しかしながら、林業の採算性の悪化等により、適切な経営や管理が 

行われていない森林が増加し、森林の災害防止機能の低下が懸念され 

る。これに対し、間伐等の必要な施業の実施による森林整備を行い、災 

害に強い森林づくりを目指す。（観光経済部） 

〔別表３のとおり〕 

      

 【農業水利施設の機能保全】 

 地元要望に基づき、農業水利施設の改修を行ってきたが、引き続き緊急 

度に応じた優先順位のもと、機能保全を図るとともに、災害に強い地域 

づくりを目指し改修作業に取り組む。（建設部） 

 

 【治山事業による荒廃森林の復旧と林地の保全】 

 林地崩壊箇所の復旧を推進する。また、既存の治山施設については、県 

に働きかけ、機能の維持及び増進を図り、保全対象の重要性・緊急性を 

勘案しながら、治山施設整備を推進する。（建設部） 
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４ 基本目標３ ： 迅速な復旧・復興を可能にする 

 ⑥ 地域社会、経済の迅速な再建・回復 

 ６－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる

事態を防ぐ 

【災害廃棄物処理計画の策定等】 

⑴ 地域防災計画に掲げる事項について、実用的なものとするため「奈良市

災害廃棄物処理計画」を策定している。この計画を踏まえ、国・県・他

自治体と連携し、発災時において機能する相互支援体制を整備する。（環

境部） 

 ⑵ 大規模災害時に大量に発生する廃棄物を処理するため、集積・分別・保

管等を目的とする仮置場を選定する。（環境部） 

 

【災害に強いごみ処理施設等の整備促進】 

⑶ 本市のごみ焼却施設は老朽化が進むとともに、非常用発電機や水等の資  

機材を備えていないため、災害時にインフラ等の遮断により自立して稼 

働できなくなる可能性がある。そのため、災害時にも自立して稼働でき 

るよう非常用発電機やその他資機材を備えた施設について、整備計画の 

策定や整備の実施を促進するとともに、自立して稼働できるよう非常用 

発電機等を備えた防災拠点となるクリーンセンターの建設を推進する。

（循環型社会形成推進地域計画 P９～10参照）同じく、し尿処理施設や

最終処分場の水処理施設についても、非常用発電機等を備えた施設につ

いて、整備計画の策定や整備の実施を促進する。（同上参照）また、災害

時に対応できる収集車両の整備、維持管理を推進する。（環境部） 

 

【災害廃棄物処理における訓練等の実施促進】 

 災害発生時に迅速・適正に廃棄物処理を行えるよう、災害廃棄物処理に 

関する研修会等に参加し、職員の資質向上を促進する。（環境部） 

 

  ６－２ 復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に 

精通した技術者、建設業者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事 

態を防ぐ 

【若年層を中心とした建設業界の担い手確保の促進】 

 減少する建設業就業者の確保に向けた取組が進められているが、災害時 

の復旧・復興はもとより今後対応が迫られる施設の老朽化対策などを着 

実に進めていくために、ハローワークや県と連携し、若年層を中心とし 

た担い手確保対策や就労環境改善に向けた取組を推進する。（観光経済 

部）    

  

【関係団体と災害対策に係る業務の協定を締結し、ノウハウや能力を活用できる

体制構築】 

 災害発生時に迅速な応急対策等を行うため、平常時から防災関係機関や

各種業界団体と連携強化を図るとともに、災害対策に係る業務について
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あらかじめ協定を締結するなど、民間機関のノウハウや能力等を利活用

できる体制を構築する。（危機管理監） 

 

  ６－３ 被災者の生活再建が大幅に遅れる事態を防ぐ 

【大規模災害時における応急仮設住宅の建設用地確保や関係団体等との連携】 

 大規模災害時の被災者支援のため、応急仮設住宅を必要とする際、速や 

かに対処するために、建設用地の確保や関係団体等との連携の取組を進 

める。（都市整備部） 

     

【こころのケアに関する対応能力の向上と関連機関との連携】 

 県が行う研修に参加し、対応能力の向上に努めるとともに、広域で相互 

協力できる体制の構築を図る。（健康医療部） 

     

【迅速・正確な被害認定調査の実施や罹災証明書発行のための準備】 

 適正な住家等の被害認定調査を行い、罹災証明書の迅速な発行等の被災 

者生活再建支援を円滑に実施するため、研修機会の拡充等を通じて業務 

に必要な知識の習得を図る。（総務部） 

 

【災害ボランティア活動等の支援】 

⑴ 東日本大震災等におけるＮＰＯやボランティアの活動実態などを踏ま 

え、奈良市社会福祉協議会等と連携し、ＮＰＯやボランティアの支援活 

動を一層促進する。（市民部） 

⑵ 災害時に専門技術ボランティアとして活動できる人材を把握できるよ 

う、関係部局において日頃から専門的な技術や資格を有する者の属する 

団体等と顔の見える関係を構築する。（各部局） 

     

  【市民の地震保険加入率の向上】 

 地震保険は被災者の住宅再建にとって有効な手段の一つであるため、防 

災講話等により、市民に対して地震保険制度の周知を図る。（危機管理 

監）                 

 

【災害時に土地の境界を復元できる地籍の明確化の促進】 

 発災後に土地所有者等の立会による確認等を要することなく迅速に土地 

の境界を復元できるよう、地籍の明確化を推進する。（市民部・建設部）                  

 

【物流ルートの整備・保全、耐災害性の向上】（再掲） 

⑴ 道路ネットワークの遮断を防ぎ、企業活動や経済活動を機能不全に陥ら

せないために、現在、県が整備を進めている骨格幹線道路ネットワーク

（紀伊半島アンカールート）の一部を構成する京奈和自動車へのアクセ

ス道路等の整備を進める。（都市整備部・建設部） 

〔別表１のとおり〕 
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⑵ 緊急輸送道路上にある橋梁等の耐震化・長寿命化、道路法面の防災対

策、道路施設の老朽化対策を着実に推進し、緊急輸送道路ネットワーク

を確保する。（建設部） 

〔別表２のとおり〕 
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別表１

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

西九条佐保線（南進） 令和5年度～令和9年度 2,346,143

南部第90号線、第118号線 令和5年度～令和9年度 916,580

塚穴五ケ谷線 令和2年～令和9年 2,000,000

六条奈良阪線(東西工区) 令和3年3月23日～令和9年3月31日 3,312,000

三条線 令和2年～令和6年 250,000

一本松小倉線 令和2年～令和9年 714,000

中部第346号線ほか1路線 平成26年～令和9年 650,000

六条奈良阪線(やすらぎの道) 令和2年～令和6年 500,000

西ノ京六条線 平成23年～令和9年 710,000

中部第14号線 平成26年～令和9年 800,000

のぼりを線 平成25年～令和8年 200,000

西ノ京西南北線 平成24年～令和9年 460,000

大安寺柏木線
（JR新駅西口駅前広場）

平成30年3月9日～令和13年3月31日 800,000

西大寺一条線
平成24年12月28日～令和5年3月31日 6,263,057

西大寺東線

奥柳登美ヶ丘線 平成30年6月5日～令和12年3月31日 1,885,000

路線名 事業執行期間
総事業費
(千円)

大和中央道(若葉台工区) 令和8年度～令和19年度 24,000,000
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別表２
橋梁リスト

道路橋名 所在地 橋長(m)
大渕橋 登美ヶ丘一丁目 110.0
泉橋 中山町西四丁目 15.6
山陵跨線橋 朱雀一丁目 18.9
那羅山橋 左京一丁目 19.3
平城大橋 佐保台一丁目 144.5
鳥見２号跨線橋 鳥見町三丁目 21.1
黒谷橋 三碓六丁目 20.4
下河橋 富雄川西一丁目 23.5
河西橋 富雄川西一丁目 23.5
平和橋 富雄元町二丁目 20.7
新富雄橋 富雄元町三丁目 20.7
長沢橋 富雄元町二丁目 20.5
伍仙堂橋 三碓五丁目 20.4
あやめ新橋 あやめ池南九丁目 85.3
メガネ橋 学園南一丁目 15.8
新二条橋 24.4
大宮橋 法蓮町 25.8
倉城橋 法蓮町 24.5
黒髪橋 法蓮佐保山三丁目 59.7
親ノ木橋 中町 26.1
脇寺橋 中町 26.1
高槻橋 中町 28.8
大和架道橋 千代ヶ丘一丁目 20.7
無名橋００１ 藤ノ木台一丁目 25.0
北野橋 28.5
聖橋 四条大路五丁目 28.6
斉音寺橋 28.6
下極楽橋 五条町 30.0
出垣内橋 五条町 30.8
新橋 西ノ京町 25.1
長芝橋 石木町 39.2
丸山橋 石木町 39.0
下堂橋 西ノ京町 27.2
無名橋００２ 七条東町 31.8
無名橋００３ 八条四丁目 38.7
孫四郎橋 杏町 22.6
無名橋００４ 八条一丁目 22.8
五重橋 東九条町 22.3
無名橋００５ 杏町 22.7
やぐり橋 柳生下町 18.3
堂坂橋 柳生下町 17.1
新開橋 大柳生町 30.7
藤井橋 大柳生町 18.4
神田橋 邑地町 32.8
下田橋 邑地町 25.6
上出橋 邑地町 27.7
城戸橋 七条町 33.1
大誓橋 大平尾町 15.5
三条大路橋 三条川西町 25.9
二条大路橋 大宮町六丁目 24.6
無名橋００６ 鶴舞東町 25.4
学園大和歩道橋 千代ヶ丘一丁目 28.1
藤宮橋 中町 26.2
外山橋 中山町 26.2
平城橋 秋篠町 15.2
城山橋 25.1
無名橋００７ 59.6
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道路橋名 所在地 橋長(m)
無名橋００８ 大宮町七丁目 24.5
無名橋００９ 山陵町 28.3
鹿川橋 青山四丁目 32.4
滝見橋 青山四丁目 29.5
栄楽橋 法蓮町 20.5
天平橋 法蓮町 17.0
長慶橋 法蓮町 15.4
京終橋 南京終町三丁目 15.8
福寺橋 南京終町四丁目 16.5
弁天橋 南京終町 18.1
岩井橋 南肘塚町 20.7
無名橋０１０ 大安寺西一丁目 25.6
無名橋０１１ 恋の窪二丁目 14.7
大安寺橋 大森西町 16.4
無名橋０１２ 八条四丁目 36.6
無名橋０１３ 八条一丁目 22.5
無名橋０１４ 八条五丁目 24.0
九条大橋 西九条町五丁目 31.3
スケハラ橋 西九条町四丁目 23.0
須川大橋 須川町 102.1
ましばら橋 忍辱山町 20.2
無名橋０１５ 柳生町 24.9
無名橋０１６ 興ヶ原町 24.7
無名橋０１７ 興ヶ原町 15.6
日乃下橋 興ヶ原町 34.6
かえり橋 邑地町 30.9
清楓橋 菩提山町 20.0
八丁坂跨道橋 米谷町 31.3
第二中山橋 中山町 16.9
別当橋 神功一丁目 31.7
ふれあい橋 右京一丁目 69.2
高の原橋 右京一丁目 88.3
リサ谷橋 朱雀三丁目 42.0
朱雀橋 朱雀二丁目 28.6
逢橋 朱雀五丁目 45.5
左京橋 左京三丁目 18.9
孫谷橋 右京一丁目 39.8
常福寺橋 右京二丁目 57.8
記谷橋 右京一丁目 44.0
超昇寺橋 朱雀二丁目 44.2
無名橋０２０ 二条大路南一丁目 15.4
無名橋０２１ 東登美ヶ丘一丁目 15.5
城山橋 邑地町 22.0
無名橋０２２ 邑地町 24.0
平城山橋 佐保台西町 150.1
地蔵橋 秋篠早月町 22.3
１号跨道橋 中町 38.1
新山陵橋 山陵町 21.6
新西大寺橋 西大寺東町一丁目 20.5
唐招提寺橋 27.1
ならやま小橋 左京六丁目 15.6
３号跨道橋 中町 35.3
近大橋 三碓町 24.9
富雄北橋 富雄北一丁目 24.2
水声橋 三碓二丁目 20.5
無名橋０２４ 中町 45.5
無名橋０２５ 中町 40.0
無名橋０２６ 中町 68.0
砂茶屋橋 中町 41.2
無名橋０２７ 登美ヶ丘四丁目 5.1
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道路橋名 所在地 橋長(m)
あやめ橋 中山町西三丁目 5.5
無名橋０２８ 鶴舞西町 5.5
無名橋０２９ 藤ノ木台二丁目 12.4
無名橋０３０ 鳥見町二丁目 13.8
無名橋０３１ 朱雀三丁目 10.5
無名橋０３２ 押熊町 7.4
修徳橋 押熊町 9.1
無名橋０３３ 秋篠町 3.9
無名橋０３４ 疋田町 5.4
無名橋０３５ 疋田町一丁目 2.4
無名橋０３６ 菅原町 6.6
無名橋０３７ 西大寺南町 5.1
菅原橋 秋篠町 11.6
無名橋０３８ 菅原町 2.4
無名橋０３９ 疋田町 6.7
無名橋０４０ 西ノ京町 2.1
無名橋０４１ 六条二丁目 3.6
無名橋０４２ 六条町 7.6
無名橋０４３ 佐紀町 2.1
無名橋０４４ 四条大路一丁目 2.4
菰川第一橋 四条大路一丁目 11.5
佐保橋 法蓮町 11.7
下長慶橋 法蓮町 13.8
大黒橋 南京終町 12.4
八幡橋 月ヶ瀬桃香野 160.0
月瀬陸橋 月ヶ瀬月瀬 22.6
的場橋 月ヶ瀬桃香野 21.0
下田橋 針ヶ別所町 16.5
青木橋 荻町 15.7
中平橋 荻町 15.3
無名橋０４５ 八条町 3.3
無名橋０４６ 四条大路南町 2.5
無名橋０４７ 四条大路南町 2.8
無名橋０４８ 東九条町 2.1
無名橋０４９ 西九条町四丁目 3.6
無名橋０５０ 北之庄町 4.6
都南橋 横井五丁目 10.7
無名橋０５１ 今市町 13.6
無名橋０５２ 池田町 2.5
無名橋０５３ 池田町 3.1
無名橋０５４ 池田町 3.1
無名橋０５５ 下狭川町 9.2
無名橋０５６ 下狭川町 3.1
無名橋０５７ 下狭川町 8.8
無名橋０５８ 大柳生町 9.1
無名橋０５９ 邑地町 3.6
無名橋０６０ 丹生町 2.8
無名橋０６１ 誓多林町 3.6
昭和橋 南田原町 8.0
無名橋０６２ 長谷町 2.5
無名橋０６３ 菅原町 11.6
向谷橋 月ヶ瀬石打 2.6
池町１号橋 月ヶ瀬石打 4.6
黒谷橋 月ヶ瀬桃香野 5.0
浦橋 荻町 7.4
キナイシ橋 9.6
下代橋 7.3
川向橋 8.4
ともえ橋 8.4
コフケ橋 藺生町 3.4
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道路橋名 所在地 橋長(m)
川田橋 9.4
石橋 4.1
城地橋 4.7
宮の谷橋 5.6
北谷橋 6.1
ゴゴ谷橋 4.1
寿橋 7.9
カサ橋 9.5
トイリ橋 2.5
鶴舞橋 鶴舞東町 97.0
九条高架橋 西九条町五丁目 12.0
無名橋０６４ 八条五丁目 3.5
無名橋０６５ 柏木町 7.5
無名橋０６６ 柏木町 2.2
無名橋０６７ 大安寺三丁目 2.7
無名橋０６８ 柏木町 3.3
無名橋０６９ 柏木町 7.6
無名橋０７０ 柏木町 2.6
無名橋０７１ 八条五丁目 2.2
無名橋０７３ 西九条町 2.6
無名橋０７４ 西九条町一丁目 3.5
無名橋０７５ 西九条町三丁目 5.6
無名橋０７６ 西九条町三丁目 7.2
無名橋０７７ 西九条町三丁目 5.4
無名橋０７８ 西九条町三丁目 5.1
無名橋０７９ 西九条町二丁目 2.3
無名橋０８０ 西九条町三丁目 5.3
無名橋０８１ 恋の窪二丁目 12.7
無名橋０８３ 北之庄町 2.7
無名橋０８４ 北之庄町 3.0
無名橋０８５ 北之庄町 5.2
無名橋０８６ 横井七丁目 2.8
無名橋０８７ 横井四丁目 6.4
無名橋０８８ 古市町 3.0
無名橋０８９ 古市町 2.0
無名橋０９０ 鹿野園町 2.1
鹿野園寺橋 鹿野園町 12.0
中野橋 鹿野園町 11.4
無名橋０９１ 藤原町 3.2
無名橋０９２ 八島町 2.8
無名橋０９３ 藤原町 2.9
城下橋 藤原町 10.0
無名橋０９４ 藤原町 3.3
無名橋０９５ 藤原町 3.9
無名橋０９６ 古市町 5.3
無名橋０９７ 藤原町 7.7
無名橋０９８ 藤原町 4.8
無名橋０９９ 藤原町 5.5
無名橋１００ 横井三丁目 8.6
無名橋１０１ 横井七丁目 2.8
無名橋１０２ 古市町 2.9
無名橋１０３ 横井二丁目 2.0
無名橋１０４ 横井二丁目 6.5
無名橋１０５ 横井五丁目 2.9
無名橋１０６ 横井五丁目 8.4
無名橋１０７ 横井五丁目 8.4
無名橋１０８ 横井五丁目 8.8
無名橋１０９ 横井六丁目 6.6
無名橋１１０ 横井七丁目 3.6
無名橋１１１ 山町 4.2
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道路橋名 所在地 橋長(m)
無名橋１１２ 山町 7.0
無名橋１１３ 菩提山町 4.8
馬渡橋 鹿野園町 13.4
無名橋１１４ 古市町 3.1
無名橋１１５ 古市町 2.0
無名橋１１６ 横井二丁目 2.9
無名橋１１７ 横井二丁目 3.2
無名橋１１８ 横井五丁目 6.8
地蔵院橋 今市町 5.2
無名橋１１９ 今市町 7.2
無名橋１２０ 山町 3.3
無名橋１２２ 山町 3.0
無名橋１２３ 山町 3.1
無名橋１２４ 山町 3.2
無名橋１２５ 山町 2.7
無名橋１２６ 山町 3.2
無名橋１２７ 山町 2.5
無名橋１２８ 山町 3.9
無名橋１２９ 窪之庄町 5.0
無名橋１３０ 窪之庄町 3.6
無名橋１３１ 窪之庄町 2.6
無名橋１３２ 田中町 2.6
無名橋１３３ 田中町 2.5
無名橋１３４ 池田町 2.1
無名橋１３５ 田中町 2.55
無名橋１３６ 田中町 3.7
無名橋１３７ 今市町 2.5
無名橋１３８ 今市町 2.1
無名橋１３９ 今市町 3.1
無名橋１４０ 今市町 2.7
無名橋１４１ 今市町 2.9
西紀橋 二条町 31.1
恋の窪側道橋 大安寺西一丁目 26.3
さつき橋 あやめ池北一丁目 122.0
無名橋１４３ 南登美ヶ丘 3.4
無名橋１４４ 西登美ヶ丘六丁目 2.4
無名橋１４５ 西登美ヶ丘六丁目 4.7
無名橋１４６ 西登美ヶ丘五丁目 2.2
中山西歩道橋 中山町西一丁目 8.6
無名橋１４７ 中山町 8.4
無名橋１４８ 中山町西一丁目 5.3
無名橋１４９ 中山町西一丁目 2.5
無名橋１５０ 中山町西一丁目 2.9
無名橋１５１ 中山町西二丁目 2.6
無名橋１５２ 学園朝日元町一丁目 5.6
無名橋１５３ 朝日町一丁目 6.7
無名橋１５４ 学園朝日元町一丁目 4.0
無名橋１５５ 鶴舞東町 8.0
無名橋１５６ 学園南一丁目 8.8
無名橋１５７ 三碓二丁目 2.1
無名橋１５８ 学園大和町一丁目 3.1
無名橋１５９ 帝塚山南五丁目 2.0
無名橋１６０ 鶴舞東町 4.4
無名橋１６１ 登美ヶ丘二丁目 3.4
無名橋１６２ 二名平野一丁目 2.3
無名橋１６３ 二名平野一丁目 2.2
無名橋１６４ 二名平野一丁目 3.5
無名橋１６５ 富雄元町二丁目 2.9
無名橋１６６ 藤ノ木台一丁目 13.4
無名橋１６７ 藤ノ木台一丁目 11.4
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道路橋名 所在地 橋長(m)
無名橋１６９ 石木町 2.0
無名橋１７０ 大和田町 4.3
無名橋１７１ 大和田町 3.4
無名橋１７２ 大和田町 3.0
無名橋１７３ 石木町 2.7
無名橋１７４ 大和田町 3.0
無名橋１７５ 三碓六丁目 3.6
無名橋１７６ 三碓五丁目 6.5
無名橋１７７ 帝塚山五丁目 4.1
無名橋１７８ 帝塚山二丁目 6.1
無名橋１７９ 帝塚山二丁目 3.1
無名橋１８０ 帝塚山二丁目 9.8
無名橋１８１ 帝塚山二丁目 8.1
無名橋１８２ 帝塚山六丁目 2.5
無名橋１８３ 三松一丁目 2.9
無名橋１８４ 富雄川西二丁目 3.3
無名橋１８５ 大渕町 3.1
無名橋１８６ 石木町 2.2
無名橋１８７ 中町 4.0
無名橋１８８ 大和田町 5.6
無名橋１８９ 大和田町 5.6
無名橋１９０ 中町 13.4
無名橋１９１ 富雄川西二丁目 2.0
無名橋１９２ 右京一丁目 5.8
無名橋１９３ 左京二丁目 7.0
無名橋１９４ 左京二丁目 8.4
無名橋１９５ 左京二丁目 4.7
無名橋１９６ 右京三丁目 4.1
無名橋１９７ 右京三丁目 4.8
無名橋１９８ 押熊町 3.0
無名橋１９９ 押熊町 6.5
無名橋２００ 押熊町 6.3
無名橋２０１ 中山町 11.4
無名橋２０２ 歌姫町 2.8
無名橋２０３ 秋篠新町 9.0
無名橋２０４ 秋篠町 2.3
秋篠橋 秋篠町 9.9
無名橋２０５ 山陵町 2.0
無名橋２０６ 山陵町 3.5
小出上橋 中山町 8.7
無名橋２０７ 押熊町 2.8
無名橋２０８ 山陵町 4.1
無名橋２０９ 中山町 7.6
無名橋２１０ 秋篠町 2.8
無名橋２１１ 中山町 2.3
無名橋２１２ 押熊町 3.0
無名橋２１３ あやめ池南五丁目 2.1
無名橋２１４ あやめ池南七丁目 4.2
無名橋２１５ あやめ池南七丁目 4.0
無名橋２１６ 西大寺芝町二丁目 2.2
無名橋２１７ 菅原町 6.5
無名橋２１８ 西大寺国見町二丁目 3.7
無名橋２１９ 6.3
無名橋２２１ 西大寺新池町 2.3
無名橋２２３ 西大寺芝町 4.2
無名橋２２４ 西大寺国見町一丁目 4.8
無名橋２２５ 西大寺国見町一丁目 4.7
無名橋２２６ 西大寺国見町二丁目 5.0
無名橋２２７ 西大寺国見町二丁目 6.2
無名橋２２８ 菅原町 6.6
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道路橋名 所在地 橋長(m)
無名橋２２９ 菅原町 11.2
無名橋２３０ 菅原町 2.6
無名橋２３１ 平松三丁目 2.5
無名橋２３２ 平松一丁目 2.5
無名橋２３３ 平松一丁目 2.5
無名橋２３４ 平松一丁目 2.5
無名橋２３５ 五条一丁目 4.6
無名橋２３６ 五条一丁目 4.6
無名橋２３７ 平松五丁目 3.5
無名橋２３８ 疋田町 5.0
無名橋２３９ 疋田町 4.5
無名橋２４０ 疋田町 3.5
無名橋２４１ 疋田町 6.5
無名橋２４２ 疋田町 6.6
無名橋２４３ 西大寺新池町 2.4
無名橋２４４ 西大寺新池町 2.3
無名橋２４５ 疋田町一丁目 9.0
無名橋２４６ 佐紀町 2.0
無名橋２４７ 佐紀町 3.9
無名橋２４８ 佐紀町 2.6
無名橋２４９ 二条大路南五丁目 2.5
無名橋２５０ 四条大路四丁目 2.4
無名橋２５１ 南新町(みなみしんちょう) 2.2
無名橋２５２ 南新町(みなみしんちょう) 2.5
無名橋２５３ 西ノ京町 7.8
無名橋２５４ 七条東町 2.5
六条第二橋 六条一丁目 8.7
無名橋２５６ 七条一丁目 2.2
無名橋２５７ 七条一丁目 3.0
無名橋２５８ 六条二丁目 6.9
無名橋２５９ 五条町 2.5
無名橋２６０ 五条町 3.8
無名橋２６１ 五条町 3.7
無名橋２６２ 五条一丁目 4.6
無名橋２６３ 五条一丁目 4.1
無名橋２６４ 五条町 3.1
無名橋２６５ 5.6
無名橋２６６ 2.8
無名橋２６７ 五条町 4.6
無名橋２６８ 五条町 3.0
無名橋２７０ 佐紀町 2.5
無名橋２７１ 二条大路南二丁目 4.3
無名橋２７２ 佐保台西町 13.5
無名橋２７３ 佐保台西町 10.4
無名橋２７４ 佐紀町 3.9
無名橋２７５ 法蓮町 3.5
無名橋２７６ 法蓮町 4.4
無名橋２７７ 法連町 2.0
神明橋 法華寺町 9.4
第二大芝橋 法華寺町 9.7
無名橋２７８ 法華寺町 3.2
無名橋２７９ 法蓮町 2.1
無名橋２８０ 法華寺町 11.5
無名橋２８１ 法華寺町 3.4
無名橋２８２ 法華寺町 2.4
無名橋２８３ 登大路町 6.0
無名橋２８４ 肘塚町 2.2
無名橋２８５ 大森西町 6.4
無名橋２８６ 杉ヶ町 4.6
無名橋２８７ 肘塚町 11.2
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道路橋名 所在地 橋長(m)
無名橋２８８ 肘塚町 7.0
無名橋２８９ 南京終町 6.5
無名橋２９０ 南京終町 14.1
背無橋 大森西町 7.9
無名橋２９１ 三条桧町 7.2
飛鳥小橋 高畑町 5.4
無名橋２９２ 高畑町 10.5
無名橋２９３ 高畑町 5.1
無名橋２９４ 白毫寺町 4.0
無名橋２９５ 白毫寺町 4.6
無名橋２９６ 白毫寺町 4.1
無名橋２９７ 高畑町 3.1
無名橋２９８ 高畑町 4.2
高砂橋 白毫寺町 8.0
紀寺中橋 東紀寺町 10.3
無名橋２９９ 南紀寺町 10.7
紀寺橋 紀寺町 8.3
飯合橋 南紀寺町 12.1
無名橋３００ 奈良阪町 2.0
無名橋３０１ 奈良阪町 2.0
無名橋３０２ 奈良阪町 7.3
無名橋３０３ 水門町 2.9
下水門橋 水門町 4.9
水門橋 水門町 2.7
大日橋 川上町 13.9
無名橋３０４ 川上町 4.0
蛭子橋 川上町 8.6
若草橋 川上町 13.9
若草新橋 今在家町 12.6
無名橋３０５ 奈良阪町 3.1
無名橋３０７ 佐保台一丁目 8.6
無名橋３０８ 四条大路南町 2.6
無名橋３０９ 四条大路南町 2.4
無名橋３１０ 四条大路南町 2.7
無名橋３１１ 大安寺町 13.0
無名橋３１２ 恋の窪二丁目 2.3
無名橋３１３ 恋の窪二丁目 13.6
無名橋３１４ 恋の窪東町 2.3
無名橋３１５ 大安寺三丁目 2.5
無名橋３１６ 大安寺四丁目 2.3
無名橋３１７ 大安寺七丁目 3.4
無名橋３１８ 大安寺七丁目 2.7
無名橋３１９ 大安寺六丁目 2.8
無名橋３２０ 大安寺六丁目 2.5
無名橋３２１ 大安寺六丁目 2.7
無名橋３２２ 大安寺一丁目 2.7
無名橋３２３ 大安寺一丁目 2.5
無名橋３２４ 大安寺一丁目 2.5
無名橋３２５ 八条二丁目 4.1
無名橋３２６ 八条二丁目 3.2
無名橋３２７ 柏木町 14.1
無名橋３２８ 池田町 2.0
無名橋３２９ 今市町 2.6
無名橋３３０ 池田町 2.4
無名橋３３１ 池田町 2.0
無名橋３３２ 池田町 2.3
無名橋３３３ 窪之庄町 5.4
無名橋３３４ 今市町 2.7
無名橋３３５ 下狭川町 13.4
無名橋３３６ 下狭川町 9.3
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道路橋名 所在地 橋長(m)
しくい橋 狭川東町 7.5
無名橋３３７ 西狭川町 5.6
明神橋 西狭川町 7.2
無名橋３３８ 西狭川町 5.8
無名橋３３９ 西狭川町 8.9
無名橋３４０ 北村町 6.1
無名橋３４１ 北村町 5.7
無名橋３４２ 南庄町 5.7
無名橋３４３ 南庄町 2.7
無名橋３４４ 須川町 2.5
無名橋３４５ 須川町 6.9
無名橋３４６ 須川町 2.5
無名橋３４７ 須川町 3.5
無名橋３４８ 須川町 2.5
無名橋３４９ 川上町 4.0
無名橋３５０ 東鳴川町 5.3
無名橋３５１ 東鳴川町 4.0
無名橋３５２ 法用町 2.5
無名橋３５３ 法用町 2.5
無名橋３５４ 法用町 2.8
無名橋３５５ 法用町 3.4
無名橋３５６ 南庄町 6.0
無名橋３５７ 平清水町 3.3
無名橋３５８ 北村町 7.0
無名橋３５９ 中ノ川町 5.6
無名橋３６０ 園田町 4.7
無名橋３６１ 生琉里町 3.4
無名橋３６２ 法用町 3.6
無名橋３６３ 須川町 7.6
無名橋３６４ 大柳生町 11.5
無名橋３６５ 大柳生町 2.3
無名橋３６６ 誓多林町 13.0
無名橋３６７ 大平尾町 2.4
いやんかいと橋 大平尾町 11.8
無名橋３６８ 大柳生町 12.8
無名橋３６９ 阪原町 2.5
無名橋３７０ 阪原町 2.3
無名橋３７１ 大保町 7.6
無名橋３７２ 邑地町 11.6
無名橋３７３ 邑地町 3.1
無名橋３７４ 丹生町 2.3
無名橋３７５ 丹生町 2.6
無名橋３７６ 丹生町 7.4
無名橋３７７ 大保町 8.3
無名橋３７８ 大保町 3.5
神殿橋 柳生町 9.7
無名橋３７９ 大保町 4.2
無名橋３８０ 大保町 2.3
無名橋３８１ 興ヶ原町 4.8
無名橋３８２ 水間町 4.2
無名橋３８３ 水間町 2.3
無名橋３８４ 日笠町 3.7
無名橋３８５ 日笠町 2.9
無名橋３８６ 沓掛町 2.5
無名橋３８７ 沓掛町 3.1
無名橋３８８ 水間町 5.0
無名橋３８９ 水間町 2.3
無名橋３９０ 水間町 2.9
無名橋３９１ 別所町 3.8
無名橋３９２ 杣ノ川町 4.5
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道路橋名 所在地 橋長(m)
無名橋３９３ 中之庄町 3.3
無名橋３９５ 長谷町 4.0
無名橋３９６ 南田原町 7.9
無名橋３９７ 横田町 5.0
無名橋３９８ 茗荷町 2.5
無名橋３９９ 矢田原町 4.5
下春日橋 矢田原町 4.3
無名橋４００ 矢田原町 4.5
無名橋４０１ 茗荷町 5.0
横田小橋 横田町 9.5
無名橋４０２ 此瀬町 4.8
無名橋４０３ 和田町 9.1
無名橋４０４ 此瀬町 5.7
無名橋４０５ 矢田原町 2.2
無名橋４０６ 日笠町 3.9
無名橋４０７ 誓多林町 4.6
無名橋４０８ 誓多林町 2.8
無名橋４０９ 米谷町 7.7
椿尾橋 高樋町 9.4
無名橋４１０ 高樋町 8.9
無名橋４１１ 北椿尾町 5.5
無名橋４１２ 北椿尾町 6.0
無名橋４１３ 菩提山町 6.1
無名橋４１４ 矢田原町 2.4
無名橋４１５ 中畑町 3.2
無名橋４１６ 中畑町 2.4
無名橋４１７ 米谷町 5.5
無名橋４１８ 興隆寺町 6.4
無名橋４１９ 興隆寺町 5.2
無名橋４２０ 興隆寺町 3.8
無名橋４２１ 興隆寺町 5.2
安明寺橋 高樋町 7.4
無名橋４２２ 高樋町 7.5
無名橋４２３ 高樋町 7.0
虚空蔵橋 高樋町 7.2
無名橋４２４ 高樋町 7.5
無名橋４２５ 虚空蔵町 2.1
無名橋４２７ 北椿尾町 11.1
無名橋４２８ 北椿尾町 8.2
無名橋４２９ 北椿尾町 10.1
無名橋４３０ 三松一丁目 3.9
無名橋４３１ 三松二丁目 4.3
無名橋４３２ 中町 3.1
無名橋４３３ あやめ池南七丁目 3.9
無名橋４３４ 西大寺南町 5.0
無名橋４３５ 西大寺芝町一丁目 5.0
無名橋４３６ 3.0
無名橋４３７ あやめ池南七丁目 4.3
無名橋４３８ 青野町 2.3
無名橋４３９ 四条大路三丁目 2.0
無名橋４４０ 2.9
右京橋 右京五丁目 44.0
二番子橋 月ヶ瀬石打 3.2
西浦橋 月ヶ瀬石打 8.2
向出橋 月ヶ瀬石打 2.8
床治橋 月ヶ瀬石打 6.0
池町２号橋 月ヶ瀬石打 2.6
昭和橋 月ヶ瀬石打 6.7
西広橋 月ヶ瀬石打 8.2
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道路橋名 所在地 橋長(m)
月ヶ瀬石打 4.8

東谷橋 月ヶ瀬嵩 5.9
矢川橋 月ヶ瀬桃香野 4.8
西出橋 月ヶ瀬桃香野 14.3
タカへ橋 月ヶ瀬桃香野 7.1
滝谷橋 月ヶ瀬桃香野 5.2
洗場橋 月ヶ瀬桃香野 4.3
太郎谷１号橋 月ヶ瀬桃香野 7.2
太郎谷２号橋 月ヶ瀬桃香野 4.8
桃広橋 月ヶ瀬桃香野 2.5
向出橋 月ヶ瀬石打 3.2
下手橋 月ヶ瀬石打 9.4
切下し橋 月ヶ瀬石打 2.2
ヲヲブチ橋 下深川町 8.9
ツカモト橋 下深川町 6.0
中橋 下深川町 5.3
モンノ橋 下深川町 8.1
カンゼ橋 下深川町 5.5
乾前橋 上深川町 5.0
ヒガシタニ橋 上深川町 4.8
ササシダ橋 上深川町 4.1
倉立橋 小倉町 2.3
大半田橋 上深川町 2.0
前川橋 荻町 13.6
ヤグタ橋 針ヶ別所町 3.1
大谷橋 針ヶ別所町 4.6
三反田橋 針ヶ別所町 13.5
下戸ヶ橋 針ヶ別所町 9.7
庄谷橋 2.1
ゴブラ橋 針町 2.9
前川橋 針町 2.6
フセド橋 10.0
赤イデ橋 8.6
ツヅミ橋 8.3
中池橋 4.6
大橋 6.0
金ヶ崎橋 8.0
池の側橋 2.0
無名橋４４１ 7.4
無名橋４４２ 6.0
無名橋４４３ 7.4
宮池橋 藺生町 3.0
タデバ橋 3.6
小谷橋 2.4
宮前橋 3.1
無名橋４４４ 7.7
ドウノマエ橋 6.8
古田橋 6.1
中尾橋 8.0
東垣内橋 7.2
ゑびす橋 8.0
宮前橋 3.3
そふか橋 4.5
ツチヤ橋 4.4
オオバナ橋 6.8
スジカイ橋 5.1
無名橋４４５ 6.0
平城山跨道橋 佐保台西町 121.2
登美郷橋 二名町 31.7
学び橋 25.2
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道路橋名 所在地 橋長(m)
無名橋４４６ 中貫町 26.0
無名橋４４７ 中貫町 17.0
中畑跨道橋 中畑町 40.3
無名橋４４８ 大安寺西一丁目 25.6
無名橋４４９ 中登美ヶ丘六丁目 23.4
無名橋４５０ 白毫寺町 4.0
岩井川大橋 白毫寺町 97.2
無名橋４５１ 西大寺赤田町一丁目 6.56
無名橋４５２ 西大寺赤田町一丁目 4.8
無名橋４５３ 疋田町一丁目 4.8

 49



耐震補強実施対象橋梁リスト
橋長（ｍ）

11.7
26.2
97.0
5.1
7.4

11.6
19.3
18.9
21.6
20.5
9.4
2.5

橋長（ｍ）
88.3
59.6
57.8
28.3
44.2
21.1
13.8
18.9
15.8

トンネルリスト
トンネル名 所在地 延長(m)

深川トンネル 下深川町 207
奈良阪トンネル 川上町 124
中ノ庄トンネル 別所町 1124

横断歩道橋リスト
歩道橋名 所在地 橋長（ｍ）

中町1号横断歩道橋 中町 248.6
緑ヶ丘横断歩道橋 青山九丁目 55
三条宮前歩道橋 三条宮前町 382.3
神功歩道橋 神功四丁目 46.2
中登美ヶ丘三丁目歩道橋 中登美ヶ丘三丁目 65.5
鳥見歩道橋 鳥見三丁目 60.4
西千代ヶ丘一丁目歩道橋 西千代ヶ丘一丁目 37
帝塚山南一丁目歩道橋 帝塚山南一丁目 64.8
記谷橋 右京一丁目 57.3
鶴舞橋歩道橋 鶴舞西町 408.8
中町2号歩道橋 中町 157
紀寺歩道橋 紀寺町 26.2
中登美ヶ丘歩道橋 中登美ヶ丘三丁目 17.9
登美ヶ丘中学校歩道橋 東登美ヶ丘三丁目 49.5
学園前駅北歩道橋 学園北一丁目 145
学園前駅南歩道橋 学園南三丁目 150
平城山旅客通路 佐保台一丁目 118
大和西大寺駅南北自由通路 西大寺国見町一丁目 75.5
左京横断歩道橋 左京一丁目 49.5

門型標識リスト
幅員（ｍ）

道路標識 七条東町 －

道路橋名（道路橋） 所在地
佐保橋 法蓮町
外山橋 中山町
鶴舞橋 鶴舞東町
無名橋０２７ 登美ヶ丘
無名橋０３２ 押熊町
無名橋０６３ 菅原町
那羅山橋 左京一丁目
山陵跨線橋 朱雀一丁目
新山陵橋 山陵町
新西大寺橋 西大寺東町一丁目
川田町
トリイ橋

道路橋名（跨線橋） 所在地
高の原橋 右京一丁目
無名橋００７ 尼辻北町
常福寺橋 右京二丁目　
無名橋００９ 山陵町
超昇寺橋 朱雀二丁目
鳥見２号跨道橋 鳥見町三丁目
無名橋０３０ 鳥見町二丁目
山陵跨線橋 朱雀一丁目
メガネ橋 学園南一丁目

標識名 所在地
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ボックスカルバート
延長（ｍ）

北部第638号線トンネル(歩道） 二条大路南一丁目 14.76
北部第638号線トンネル 二条大路南一丁目 14.76
中部第173号線トンネル 佐保台一丁目 148.3
中部第736号線トンネル 宝来四丁目 41.42
西部第429号線トンネル 学園南三丁目 50
六条奈良阪トンネル（歩道（西））南京終町 15
六条奈良阪トンネル（歩道（東））　南京終町 15
六条奈良阪トンネル（車道部）　 南京終町 15

ボックスカルバート名 所在地
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別表３

①

②

路線名 事業執行期間
総事業費
(千円)

一体線 令和5年度～令和9年度 33,369

水台線 令和7年度～令和9年度 69,431
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別表４
農村地域防災減災事業

①

②

③

地区名 事業執行期間
総事業費
(千円)

上鍋池地区 令和7年度～令和9年度 300,000

眞池地区 令和7年度～令和9年度 200,000

清水池地区 令和7年度～令和9年度 150,000
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奈良市国土強靭化地域計画 

第６章 計画の推進と不断の見直し 

１ 計画の推進と進捗管理 

本計画は、重点化施策を中心に進捗状況等を踏まえつつ、計画的に施策の推進を

図るとともに、各部局間はもとより、国、県、関係団体、民間事業者、市民等と連

携しながら、効果的な施策の実施に努めていく。 

また、定期的に進捗管理や評価等を行い、必要に応じて取組手法や目標等の見直

しを図る。 

 

２ 市の他の計画等の必要な見直し 

  本計画は、国土強靱化に係る市の他の計画等の指針となるべきものである。 

本市における地域防災計画等、国土強靱化に関する他の個別計画等を見直しする

際には、本計画の内容を基本として必要に応じて修正等を行う。 

 

３ 計画の不断の見直し 

今後、原則として奈良市第５次総合計画の見直しに合わせて改定する。 

また、社会情勢の変化や施策の進捗状況を踏まえ、必要に応じて変更の検討を行

う。 

 

第６章 計画の推進と不断の見直し 


